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第１ 目 的 

家畜の伝染性疾病のうち高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、アフリカ豚熱、口蹄疫等の

発生時に家畜所有者に家畜のと殺義務が生じる疾病（家畜伝染病予防法（昭和26年法律第

116号。以下「法」という。）第16条第１項）その他総合的に発生の予防及びまん延の防

止のための措置を講ずる必要がある疾病等（以下「家畜伝染病等」という。）の発生が府

内等で確認された場合において、法、飼養衛生管理基準（法第12条の３）及び特定家畜伝

染病防疫指針（法第３条の２）（以下「防疫指針」という。）並びに鳥獣の保護及び管理

並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年７月12日法律第88号）に基づき実施する家畜

伝染病等の発生予防から一連の防疫対策について、国、本府をはじめ、市町村、関係団

体、生産者等が協力連携して取り組むこととし、必要な対応措置を円滑に推進するために

京都府家畜伝染病等対策マニュアルを定める。 

 

第２ 平時からの取組 
１ 庁内連絡・動員体制の確保 

家畜伝染病等の発生時に必要な対応措置を円滑に実施するため、第２部で定める連絡

体制及び第３部で定める人員をあらかじめ確保する。 

 

２ 施設、資機材等の確保 

発生時に必要となる施設、資機材等を円滑に調達するため、市町村、関係機関・団体

等との連絡調整体制をあらかじめ確保する。 

 

第３ 情報連絡体制 

１ 他府県等の発生状況、対応状況等の情報共有 

庁内各部局に対して危機管理調整会議等において、随時、情報を連絡する。 

また、市町村等関係機関についても、適宜、情報を連絡する。 

 

２ 府内において家畜での発生が疑われる場合(→ P8～16) 

(1) 家畜保健衛生所は、家畜所有者等から家畜が１か所にまとまって多数死亡してい

る、特定の症状を示している等の防疫指針に基づく通報等、家畜伝染病等を強く疑う

内容の通報を受けた場合は、当該農場に対して移動・立入自粛を要請し、立入検査を

行う。立入検査時は、速やかに畜産課、当該農場が所在する地域（以下「現地」とい

う。）を管轄する広域振興局に連絡するとともに、速やかに実施可能な各種検査（高

及び低病原性鳥インフルエンザの場合にあっては現地農場で行う簡易検査キットを用

いた検査（以下「簡易検査」という。）、豚熱及びアフリカ豚熱の場合にあっては中

丹家畜保健衛生所で行う抗原検査、抗体検査等の検査（以下「精密検査」とい

う。）、口蹄疫の場合にあっては現地農場で行う病変部の撮影写真を用いた国の検査

機関による判定（以下「写真判定」という。）又は簡易検査をいう。以下「簡易検査

等」という。）（→整理表 P47）を実施する。 

畜産課等は、庁内関係部局等に情報を連絡する。 

 

(2) 家畜保健衛生所は、簡易検査等の結果により家畜伝染病等の発生が否定されず、患

畜又は疑似患畜であることを確定するための各種検査（高及び低病原性鳥インフルエ

ンザの場合にあっては中丹家畜保健衛生所で行うPCR検査、豚熱及びアフリカ豚熱の

場合にあっては国の検査機関で行う遺伝子解析をはじめとする検査、口蹄疫の場合に

あっては国の検査機関で行うPCR検査をはじめとする検査をいう。以下「確定検査」
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という。）（→整理表 P47）を実施するため検査機関へ検体を移送するときは、畜産

課、現地広域振興局に連絡するとともに、農場内の消毒措置等を開始する。 

 

(3) 広域振興局（京都市の場合は畜産課）は、管内市町村等に情報を連絡する。 

また、畜産課等は、庁内関係部局等に連絡し、原子力防災課と庁内連絡会議の開

催等の準備を行うとともに、国（農林水産省消費・安全局動物衛生課、近畿農政局）

等に連絡する。 

 

３ 府内の家畜が患畜又は疑似患畜と決定された場合(→ P17～19) 

検査機関で実施する確定検査の結果「陽性」で、疫学情報等から農林水産省消費・安

全局動物衛生課が、患畜又は疑似患畜と決定した場合は、上記２(2)、(3)と同様に情報

を連絡するとともに、国、市町村及び危機管理関係機関等と連携を図る。 

 

４ 府内において野生動物の感染又は野生動物の糞便等の採取調査で家畜伝染病等のウイ

ルス等が確認された場合(→ P23～31) 

(1) 高病原性鳥インフルエンザ等（野鳥）の場合 

広域振興局及び京都林務事務所は、死亡野鳥の簡易検査の結果「陽性」により高

病原性鳥インフルエンザ等の感染が否定されず、確定検査のため検査機関へ採材し

た試料を送付するときは、農村振興課及び管内の家畜保健衛生所、管内市町村等に

連絡するとともに、死亡野鳥の回収場所の消毒を速やかに実施する。 

農村振興課は、畜産課、原子力防災課等に連絡し、庁内連絡会議の開催等の準備

を行うとともに、国（環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室、近畿地方環境

事務所）等に連絡する。 

また、糞便等の採取調査において、環境省から確定検査の結果「陽性」であるこ

との通知があった場合、農村振興課は畜産課及び原子力防災課等に連絡し、庁内連

絡会議の開催等の準備を行うとともに、採材場所の消毒等を速やかに実施する。 

(2) 豚熱及びアフリカ豚熱（野生いのしし）の場合 

農村振興課及び家畜保健衛生所は、死亡又は捕獲野生いのししの精密検査のため

採材した試料を中丹家畜保健衛生所に移送するときは、畜産課に連絡するととも

に、野生いのししの処分場所の消毒を速やかに実施する。 

中丹家畜保健衛生所は、死亡又は捕獲野生いのししの精密検査の結果「陽性」に

より豚熱又はアフリカ豚熱の感染が否定されず、確定検査のため検査機関へ採材し

た試料を送付するときは、畜産課に連絡する。 

畜産課は、現地家畜保健衛生所、農村振興課、原子力防災課等に連絡し、庁内連

絡会議の開催等の準備を行う。 

なお、すでに府内で感染した野生いのししが確認されている場合は、精密検査

「陽性」により感染が確定されるため、確定検査のための試料送付は行わず、ま

た、精密検査の実施も民間検査機関に委託することがある。 

(3) その他の家畜伝染病等の場合 

当該家畜伝染病等の性状等を考慮し、前記(1)又は(2)に準じて対応する。 

 

第４ 府警戒本部及び現地警戒本部 

１ 府警戒本部の設置(→ P33) 

京都府家畜伝染病等対策本部等設置要綱に定める設置条件(設置条件比較表→ P47)を

満たした場合には、府内でのより一層の警戒対応措置を講じるため、副知事を本部長と
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する京都府家畜伝染病等警戒本部（以下「府警戒本部」という。）及び各広域振興局長

を本部長とする京都府家畜伝染病等現地警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）を

設置する。 

 

２ 府警戒本部及び現地警戒本部の役割(→ P33) 

(1) 府警戒本部は、必要な情報の収集、広報・相談、防疫用資材等の調達・確保、動員

計画の策定等を行う。 

(2) 各現地警戒本部は、府警戒本部の指示に基づき、市町村等との連絡調整、家畜保健

衛生所の支援等を行う。 

 

３ 専門家の助言 

警戒対策については、必要に応じて専門家の助言を得る。 

 

第５ 府対策本部及び現地対策本部 

１ 府対策本部の設置(→ P33) 

京都府家畜伝染病等対策本部等設置要綱に定める設置条件(→設置条件比較表 P47)を

満たした場合、全庁体制で迅速・的確な対応措置を講じるため、知事を本部長とする京

都府家畜伝染病等対策本部（以下「府対策本部」という。）及び各広域振興局長を本部

長とする京都府家畜伝染病等現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置す

る。 

なお、発生の確認前においては、必要に応じて庁内連絡会議を開催し、情報を共有し

各部局の役割の確認等を行う。 
 
２ 府対策本部及び現地対策本部の役割(→ P33～40) 

(1) 府対策本部は、必要な情報の収集、広報・相談、防疫対策の総合調整・決定ととも

に、国等の関係機関との連絡調整、自衛隊の派遣要請、各現地対策本部への指示・支

援等を行う。 

(2) 各現地対策本部は、府対策本部の指示及び現地家畜保健衛生所の技術的助言等に基

づき、発生農場の防疫措置、支援対策等を講じるとともに、実施に当たっては、市町

村、地域関係機関、団体等との十分な連携協力を図る。 

なお、京都市内で発生が確認された場合は、府対策本部において京都市と連携の

上で、現地対策を実施する。 
 

３ 専門家の助言・検証 

本府の対策について、必要に応じて専門家会議を設置し、助言・検証を得る。 

 

第６ 広報及び府民相談窓口 

１ 報道機関等への公表等(→ P16,19,21,24,26,28,30) 

(1) 発生が疑われる場合、患畜若しくは疑似患畜と判断された場合又は野生動物の感染

等が確認された場合においては、府対策本部等から報道機関に情報提供するととも

に、現地対策本部、市町村、畜産関係団体、危機管理関係団体等に情報を連絡する。 

なお、必要に応じて本部長等は記者会見を行う。 

(2) 報道機関への情報提供に当たっては、防疫対策の徹底への協力とともに、生産者の

プライバシー保護及び地域における風評被害の防止についても配慮を要請する。 
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２ 京都府ホームページ等での公表 

(1) 公表資料等は京都府ホームページ（きょうと危機管理WEB等）で公表するととも

に、テレビ・ラジオ等の各種媒体を通じ、適宜、広報活動を実施する。 

(2) 一般向けのわかりやすい広報の徹底に努めるとともに、本府への相談内容（府民ニ

ーズ）も活かしたタイムリーな広報活動に努める。 
 

３ 府民相談窓口 

府民の不安・混乱の解消、風評被害対策等のために、府対策本部に電話等による府民

相談窓口を設置する。 

 

第７ 防疫対策 

１ 基本方針 

本府で家畜伝染病等が発生した際には、徹底した封じ込めと一連の防疫措置を短時間

で完了させることによりその被害を最小限にくい止めることを基本とする。このため、

発生した際には、迅速な患畜等の殺処分、その死体や排せつ物等の処理及び消毒によ

り、まん延防止及び早期収束を図る。 

また、家畜伝染病等の防疫措置の重要性を認識し、農場への侵入防止対策の徹底及び

早期発見・早期通報のための監視体制の強化を図るとともに、発生時における迅速かつ

的確なまん延防止対策が講じられるよう、全庁による危機管理体制を構築する。 

 

２ 情報の収集・共有 

府対策本部は、現地対策本部、市町村等を通じて発生状況の情報を収集するととも

に、防疫対策関係者等との情報共有を図る。 

 

３ 対策の実施 

(1) 家畜伝染病等対策については、疑い事例の発生が確認されてから防疫措置の実施・

完了までに時間的な余裕がない場合があるため、府対策本部の決定等により、本マニ

ュアル（府対策本部の体制等）、別に定める防疫対策要領等に基づき、最大限速やか

に対策を実施する。 

(2) 消毒、殺処分、埋却等の防疫対策の実施においては、全庁の動員体制とするととも

に、自衛隊への派遣要請等も検討する。 

特に、府内における初発の場合は、迅速かつ徹底的な封じ込め対策の実施のた

め、速やかに完了できるよう集中的な動員体制とする。 

(3) 防疫対策に従事する職員、農場従業員等に対して、作業前後等における健康管理を

徹底する。 

 

４ 協力連携 

(1) 国（農林水産省消費・安全局動物衛生課、近畿農政局、自衛隊） 

・ 必要に応じて府対策本部会議に出席 

・ 家畜防疫員の派遣、資機材支援等の防疫対策への協力 

・ 風評被害対策 

・ 埋却地の選定 等 

(2) 市町村 

・ 地域住民への情報提供 

・ 防疫対策への協力 
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・ 住民相談対応 

・ 府対策本部、現地対策本部会議等への出席 

・ 風評被害対策 等 

(3) 農業団体 

・ 生産者等への情報提供 等 

・ 防疫対策への協力 

・ 風評被害対策 等 

(4) 建設業団体・運送業団体・環境衛生関連業団体 

・ 防疫対策への協力 

 

第８ 風評被害対策等 

１ 正しい知識の普及 

家畜伝染病等に関する基礎的知識、家畜、畜産物、野生動物等の安全性等の正しい知

識の普及に努める。 

 

２ 生産者のプライバシーに対する配慮等 

報道機関等へは、防疫対策の徹底への協力とともに、生産者のプライバシー保護及び

地域における風評被害の防止についても配慮を要請する。（再掲） 

 

３ 生産者支援対策 

(1) 発生農場及び移動制限区域内をはじめ家畜所有者に対して、法に基づく支援制度に

ついて十分な説明を行う。 

(2) 患畜及び疑似患畜の死体等の処分に当たっては、法に基づき家畜所有者の負担が軽

減されるよう配慮する。 

 

 

第９ 広域連携 

「近畿ブロック等高病原性鳥インフルエンザ・口蹄疫等対策協議会」（構成：近畿ブロ

ックの各府県、国（近畿農政局）等）及び関西防災・減災プラン（感染症対策編）（平成

26年6月関西広域連合 広域防災局策定）に基づき、発生時における情報伝達、人員・資材

の融通等の協力連携を行う。 

 

 

第10 見直し 
本マニュアルは、国の防疫指針の見直しなど今後の状況等も踏まえ点検・見直しを行

い、適宜改正する。 
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第１章 家畜に係る緊急時の対応(→全体フロー図 P48) 

第１ 異常家畜通報時の対応(→フロー図 P49) 
 

＜家畜伝染病等に係る異常家畜通報時の連絡体制、広報対応等＞ 

 

農場等から家畜が死亡しているなどの家畜伝染病等を強く疑う通報を受けて、農場が所

在する地域（以下「現地」という。）を所管する家畜保健衛生所が当該農場に立入検査を

行う場合、以下により関係部局及び関係機関等へ連絡する。 

 

１ 連絡体制（第１報：通報事例発生報） 

 (1) 現地家畜保健衛生所長→畜産課→庁内関係者 

現地家畜保健衛生所長は畜産課長（又は畜産課職員）に連絡し、畜産課長（又は

畜産課職員）から以下の関係者に庁内メール等（時間外・休日の場合は携帯メール）

にて第１報（通報事例発生報）を連絡。（→メール文例 P57） 

 
・農林水産部長 
・農林水産部副部長 
・農林水産部技監 
・農政課長 
・農政課参事 
・農政課食の安全・食育係長 
・農政課担当職員 
・危機管理監 
・防災監 
・原子力防災課長 
・原子力防災課参事 
・原子力防災課原子力防災係長 
・総務部長 
・職員総務課長 
・健康福祉総務課長 
・監理課長 
・監理課参事 
・各家畜保健衛生所長 
・農林水産技術センター畜産センター所長 
・総務調整課長 
・会計課長 
・政策環境総務課長 
・文化生活総務課長 
・産業労働総務課長 
・議会事務局総務課長 
・教育庁総務企画課長 
・監査委員事務局監査第一課長 
・人事委員会事務局次長 
・労働委員会事務局次長 
・警察本部警備部警備第一課(電話連絡) 
・近畿農政局消費・安全部安全管理課 
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(2) 現地家畜保健衛生所長 →広域振興局等 →関係部署等 

現地家畜保健衛生所長は現地を所管する広域振興局へ報告し、報告を受けた広域

振興局は局内関係部署（保健所、土木事務所など）及び管内市町村へ連絡し、発生に

備えた事前準備に着手する。（※広域振興局においては現地マニュアル等に基づき連

絡する。） 

 

(3) 農林水産部→二役等 

農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）は、ア～エに対して庁

内メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）により連絡する。イ～エは、その連

絡を受けて、関係者へ連絡する。 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 

 

(4) 各課職員→関係者（機関） 

畜産課長（又は畜産課職員）から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて

関係者（機関）へ連絡する。 

 

・農政課長（又は農政課参事） 

→ 畜産関係団体 

→ 近畿農政局消費・安全部安全管理課 

→ 近隣府県 

 

・職員総務課長 

→ 職員総務課総務係長 

→ 職員長Ｇ関係職員（職員動員の対応） 

 

・原子力防災課長 
→ 庁内各部（議会事務局、各委員会事務局、教育庁、警察本部を含む）  
→ 自衛隊（PCメール送信、FAX併用） 

※殺処分等の動員準備のため、自衛隊にはこの時点で連絡をする。 
→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 
→ 関西広域連合等関係機関 

→ 京都市（消防局） 

 

・健康福祉総務課長 

→ 健康福祉総務課企画調整係長 

→ 健康福祉部関係職員（防疫対応職員の健康管理対応） 

 

・監理課長（又は監理課参事） 

→ 監理課企画調整係長 

→ 建設交通部関係職員（消毒ポイントの設置対応） 
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２ 初動要員（庁内及び農林水産部内調整者）の確保 

(1) 各関係課長等→関係職員 

畜産課長（又は畜産課職員）から連絡を受けた各関係課長等は連絡表により下記

の各所属職員に１(1)で受信した第１報（通報事例発生報）を転送するなどして、(2)

の初動要員を本庁へ参集・待機させる。 

 

・農政課参事 

→ 農林水産部幹部職員（課長、参事等） 

京都林務事務所長、京都乙訓農業改良普及センター所長 

→ 緊急動員職員等の招集等を補佐する職員（緊急動員後方支援職員） 

 

・農政課食の安全・食育係長、担当職員 

→ 農政課各係長（２号動員） 

→ 警察本部警備部警備第一課 

 

・職員総務課長 

→ 職員総務課総務係長 

→ (職員動員に係る担当職員及び旧婦人相談所駐車場確保担当職員) 

 

・原子力防災課長 

→ 原子力防災課担当職員 

 

・健康福祉総務課長 

→ 健康福祉総務課企画調整係長 

→ 健康対策課長、統括保健師長、薬務課長 

 

・監理課長（又は監理課参事） 

→ 監理課企画調整係長 

→ 建設交通部関係職員 

 

・畜産課長 

→ 畜産課職員 

 

・各家畜保健衛生所長 

→ 各家畜保健衛生所関係職員 

 

・総務調整課長 

→ 府有資産活用課長 

(府庁内駐車スペースの確保) 

 

・文化生活総務課長 

→ 生活衛生課長  
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(2) 初動要員（庁内及び農林水産部内調整者） 

初動要員は次の職員を確保・待機させること。 

 

農林水産部 

・部長 

・副部長 

・技監 

畜産課 

・畜産課長 

・畜産課家畜衛生係長 

・畜産課担当職員 

農政課 

・農政課長 

・農政課参事 

・農政課食の安全・食育係長 

・農政課担当職員 

・京都林務事務所長、京都乙訓農業改良普及センター所長 

農林水産部各課 

・各課管理職員（課長、参事等） 

・緊急動員職員等の招集等を補佐する職員（緊急動員後方支援職員） 

職員総務課 

・職員総務課長 

・職員総務課総務係長 

・（職員動員に係る担当職員） 

原子力防災課 

・原子力防災課長 
・原子力防災課参事 

・原子力防災課原子力防災係長 

・原子力防災課担当職員 

健康福祉総務課 

・健康福祉総務課長 

・健康福祉総務課企画調整係長 

・健康対策課長 

・統括保健師長 

・薬務課長 

監理課 

・監理課長 

・監理課参事 

・監理課企画調整係長 

・（職員動員に係る担当職員） 

各家畜保健衛生所 

・各家畜保健衛生所関係職員 

文化生活総務課 

・生活衛生課長 
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３ 緊急動員体制 

(1) 緊急動員後方支援職員の招集 

  農林水産部は、緊急動員職員等の招集等を補佐する職員（緊急動員後方支援職員）

を招集し、緊急動員職員の受入体制を確保する。（メール文例→ P57） 

 

(2) 緊急動員職員(全庁)等の招集指示 

職員長Ｇは、農林水産部と動員規模(第１陣の人数及びバス台数)及び招集時刻に

ついて協議の上で、庁内各部局へ緊急動員職員の招集について指示する。（２陣目以

降は追って連絡を指示。） 

庁内各部局は、職員長Ｇの指示により第１陣の職員動員（緊急動員職員）及び必

要な職員の動員招集を行う。（メール文例→ P57） 

連絡は、職員総務課から、「危機管理緊急連絡体制表」に登録された各部の職員

を通じて行う。 

＜緊急動員職員＞ 

・職員総務課 

→ (主管課経由)各部危機管理緊急連絡体制表登録職員 →緊急動員職員 

 

＜その他の動員職員＞ 

・健康福祉総務課長 

→ 健康福祉部関係職員（防疫対応職員の健康管理対応職員） 

 

・監理課長（又は監理課参事） 

→ 建設交通部関係職員（消毒ポイントの設置対応職員） 
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第２ 家畜伝染病等疑い事例発生時の対応(→フロー図 P50) 
 

＜家畜伝染病等に係る疑い事例発生（簡易検査等陽性）時の連絡体制、広報対応、第１回対策本部会議の開催等＞ 

 

農場等からの通報を受けて、現地家畜保健衛生所が農場への立入検査及び簡易検査等を

実施した結果、「家畜伝染病等の発生が疑われる」と判断（簡易検査等陽性）した場合

は、以下により連絡、広報を行うとともに、直ちに府対策本部を設置する。 

また、各広域振興局は現地対策本部を設置する。 

 

１ 連絡体制（第２報：疑い事例発生報） 

(1) 現地家畜保健衛生所長→畜産課長→農政課 課長・参事→庁内関係者等 

現地家畜保健衛生所長は畜産課長（又は畜産課職員）に連絡し、畜産課長（又は畜

産課職員）から以下の関係者に庁内メール等（時間外・休日の場合は携帯メール等）

にて第２報（疑い事例発生報）を連絡。（→メール文例 P58） 

 

○畜産課から連絡 

・農林水産部長 

・農林水産部副部長 

・農林水産部技監 

・農政課長（＊） 

・農政課参事（＊） 

・農政課食の安全・食育係長（＊） 

・農政課担当職員（＊） 

・農林水産省消費・安全局動物衛生課 

・近畿農政局消費・安全部安全管理課 

 

○農政課長（又は農政課参事）から連絡（＊畜産課メールを転送対応） 

・危機管理監 

・防災監 

・原子力防災課長 

・原子力防災課参事 

・原子力防災課原子力防災係長 

・総務部長 

・職員総務課長 

・健康福祉総務課長 

・監理課長 

・監理課参事 

・各家畜保健衛生所長 

・農林水産技術センター畜産センター所長 

・総務調整課長 

・会計課長 

・政策環境総務課長 

・文化生活総務課長 

・産業労働総務課長 
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・議会事務局総務課長 

・教育庁総務企画課長 

・監査委員事務局監査第一課長 

・人事委員会事務局次長 

・労働委員会事務局次長 

 

○農政課参事から連絡（＊畜産課メールを転送対応） 

・農林水産部幹部職員（課長、参事等） 

・京都林務事務所長、京都乙訓農業改良普及センター所長 

 

○農政課食の安全・食育係長・担当職員から連絡 

・警察本部警備部警備第一課（電話連絡） 

・農政課各係長（２号動員） 

 

(2) 現地家畜保健衛生所長→広域振興局等→関係部署等 

現地家畜保健衛生所長は現地を所管する広域振興局へ報告し、報告を受けた広域

振興局は直ちに「現地対策本部」を設置するとともに、局内関係部署（保健所、土木

事務所など）、管内市町村、関係警察署等へ連絡し、発生を前提とした事前準備に着

手する。 

 

(3) 農林水産部→二役等 

農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）は、ア～オに対して庁

内メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）により連絡する。イ～オは、その連

絡を受けて、関係者へ連絡する。 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 

オ 議会事務局長   → 府議会全議員 
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(4) 関係部署→関係者・関係機関等 

畜産課及び農政課長（又は農政課参事）から連絡を受けた以下の職員は、その連

絡を受けて、関係者（機関）へ連絡する。 

 

・農政課長（又は農政課参事） 

→ 畜産関係団体 

→ 近畿農政局消費・安全部安全管理課 

→ 近隣府県 

 

・職員総務課長 

→職員総務課総務係長 

→ 職員長Ｇ関係職員（職員動員の対応） 

 

・原子力防災課 

→ 庁内各部 

→ 自衛隊 

→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 

→ 関西広域連合等関係機関 

→ 京都市（消防局） 

   

     

・健康福祉総務課長 

→ 健康福祉総務課企画調整係長 

→ 健康福祉部関係職員（防疫対応職員の健康管理対応） 

 

・監理課長（又は監理課参事） 

→ 監理課企画調整係長 

→ 建設交通部関係職員（消毒ポイントの設置対応） 

 

・総務調整課長 

→ 府有資産活用課長（府庁内の駐車スペースの確保対応） 

    
・政策環境総務課 

→ 循環型社会推進課 
→ 環境管理課 

   
・文化生活総務課長 

→ 生活衛生課長 

   

・畜産課 

→ 政策法務課参事（公報発行） 
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２ 動員体制 

(1) 本格動員班（第２陣以降の動員職員）の招集（待機）指示 

職員長Ｇは、農林水産部と動員規模（人数及びバス台数）について協議の上で、

庁内各部局へ動員について招集（待機）を指示する。 

連絡は、職員総務課から、「危機管理緊急連絡体制表」に登録された各部の職員

を通じて行う。 

 

３ 「府対策本部」会議等の開催 

知事を本部長とする「府対策本部」を設置し、直ちに初回府対策本部会議を開催す

る。 

なお、府対策本部会議の開催に当たっては、原則、報道陣に全て公開で行うことと

し、その開催日時は、広報対応時に報道各社に連絡するものとする。 

府対策本部の構成、事務分掌及び事務局体制については、第３部において定める。 

 

(1) 連絡体制 

府対策本部（事務局） 

→ 府対策本部構成員（議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労

働委員会事務局、教育庁、警察本部、各広域振興局を含む）に会議招集を

連絡（→メール文例 P58） 

 

４ 広報対応 

府内での家畜伝染病等の疑い事例の確認及び府対策本部会議の開催日時について各社

に広報を行う。(→プレスリリース文例 P60)ただし、隣接府県発生の場合は、府対策本

部会議の開催日時のみ連絡する。 

 

(1) 発表者 

畜産課長 

（時間外・夜間で緊急対応が必要な場合は、農政課長が代理） 

 

(2) 発表のタイミング 

疑い事例発生（簡易検査等陽性）後、速やかに行う。 

なお、発表は原則、府政記者室投げ込みとする。ただし、発生が夜間となった場合

は、広報課と協議の上、FAX対応とし、発表者が電話等により問合せ対応を行う。 

 

(3) 報道機関からの問合せ 

プレス資料の内容以外の問合せには答えない。 

（例えば、発生農場を聞かれても答えない。） 
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第３ 家畜伝染病等発生確定時の対応(→フロー図 P51) 
 

＜家畜伝染病等発生確定時等の連絡体制、広報対応、府対策本部体制等＞ 

 

京都府内において、家畜伝染病等の発生が確認された場合は、状況に応じて府対策本部

を開催する。 

 

１ 連絡体制（第３報：発生確定報） 

(1) 現地家畜保健衛生所→広域振興局等→関係部署等 

確定検査陽性であり、疫学情報等から農林水産省消費・安全局動物衛生課が、患

畜又は疑似患畜と決定した場合、現地家畜保健衛生所は現地を所管する広域振興局に

報告するとともに、現地での防疫作業に直ちに着手する。 

現地対策本部は、管内市町村、関係警察署等に詳細を連絡し、現地での防疫体制

等に着手する。 

 

(2) 畜産課長→農政課 課長・参事→庁内関係者等 

確定検査陽性であり、疫学情報等から農林水産省消費・安全局動物衛生課が、患

畜又は疑似患畜と決定した場合、畜産課長（又は畜産課職員）及び農政課長（又は農

政課参事）から以下の関係者に庁内メール等（時間外・休日の場合は携帯メール等）

にて第３報（発生確定報）を緊急連絡。（→メール文例 P58） 

 

○畜産課から連絡 

・農林水産部長 

・農林水産部副部長 

・農林水産部技監 

・農政課長（＊） 

・農政課参事（＊） 

・農政課食の安全・食育係長（＊） 

・農政課担当職員（＊） 

・現地家畜保健衛生所 

・近畿農政局消費・安全部安全管理課 

 

○農政課長（又は農政課参事）から連絡（＊畜産課メールを転送対応） 

・危機管理監 

・防災監 

・原子力防災課長 

・原子力防災課参事 

・原子力防災課原子力防災係長 

・総務部長 

・職員総務課長 

・健康福祉総務課長 

・監理課長 

・監理課参事 

・各家畜保健衛生所長(山城、南丹、中丹、丹後) 
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・農林水産技術センター畜産センター所長 

・総務調整課長 

・会計課長 

・政策環境総務課長 

・文化生活総務課長 

・産業労働総務課長 

・議会事務局総務課長 

・教育庁総務企画課長 

・監査委員事務局監査第一課長 

・人事委員会事務局次長 

・労働委員会事務局次長 

 

○農政課参事（又は農政課長）から連絡（＊畜産課長メールを転送対応） 

・農林水産部幹部職員（課長、参事等） 

・京都林務事務所長、京都乙訓農業改良普及センター所長 

 

○農政課食の安全・食育係長、担当職員から連絡 

・警察本部警備部警備第一課（電話連絡） 

・農政課各係長（２号動員） 

 

(3) 農林水産部→二役等 

農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）からア～オに対して庁内

メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）により連絡する。イ～オは、その連絡

を受けて、関係者へ連絡する。 

 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 

オ 議会事務局長   → 府議会全議員 

 

(4) 農政課長（又は農政課参事）から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて関

係者（機関）へ連絡する。 
 
・農政課長（又は農政課参事） 

→ 畜産関係団体 
→ 近畿農政局消費・安全部安全管理課 

→ 近隣府県 
 
・原子力防災課 

→ 庁内各部（議会事務局、各委員会事務局、教育庁、警察本部を含む） 
→ 自衛隊 
→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 
→ 関西広域連合等関係機関 
→ 京都市（消防局） 
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２ 「府対策本部」会議等の開催 

第２回「府対策本部」会議を開催する。 

なお、開催に当たっては、原則、報道陣にすべて公開で行うこととし、その開催日時

は、広報対応時に報道各社に連絡するものとする。 

 

(1) 連絡体制 

府対策本部（事務局） 

→ 府対策本部構成員（議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、 

労働委員会事務局、教育庁、警察本部、各広域振興局を含む）に会議招集を

連絡 

 

３ 広報対応 

府内での家畜伝染病等の発生及び府対策本部会議の開催日時について各社に広報を行

う。(→プレスリリース文例 P61)ただし、隣接府県発生の場合は、府対策本部会議の開

催日時のみ連絡する。 

 

(1) 発表者 

農林水産部副部長 

（時間外・夜間で緊急対応が必要な場合は、農政課長が代理） 

 

(2) 発表のタイミング 

府内発生確定後、速やかに行う。 

なお、発表は原則、レクチャー付き発表とするが、発表から府対策本部会議の開

催時間までに十分な猶予がない場合は、府政記者室投げ込みとする。 

また、国（農林水産省）と同時発表を行うため、家畜伝染病等の発生確認が夜間

となった場合は、国及び広報課と協議の上、FAX対応とする。ただし、府内発生１例

目の場合は、発表から府対策本部会議の開催時間までに十分な猶予がない場合を除

き、夜間でもレクチャー付き発表とする。 

 

(3) 発表内容 

ア 発生場所  ●●市(町村)に所在する●●(畜種)農場((用途)●●羽(頭)) 

イ 経過    通報日時、確定までの検査など 

ウ 当面の措置 防疫作業、移動（搬出）制限区域の設置など 

※ 以上は国の指針に準じて発表 

エ 「府対策本部会議」の開催日時・場所 

 

(4) 報道機関からの問合せ 

府対策本部会議を公開で実施し今後の対応等についても協議するため、プレス内

容以外の問合せには答えない（例えば、発生農場を聞かれても答えない。）が、現地

対策本部等に取材・記者発表の拠点となるプレスルームを設置するとともに、取材可

能な場所・時間をあらかじめ設定するなど、迅速かつ適切な情報提供に努めるものと

する。  
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第４ 発生農場等における防疫措置開始後の対応(→フロー図 P52) 
 

＜発生農場等における防疫措置開始後等の連絡体制、広報対応、府対策本部体制等＞ 

 

京都府内において、家畜伝染病等の発生農場等における防疫措置が開始された後、防疫

措置の進捗状況に応じて府対策本部等で情報を共有、必要に応じて、府対策本部等を開催

するとともに、広報する。 

 

１ 連絡体制（情報の収集） 

(1) 現地家畜保健衛生所→広域振興局等 

発生農場における殺処分、消毒ポイントの設置等の防疫措置が開始された場合、

現地家畜保健衛生所は、現地での防疫対策を総括し、所管する広域振興局に報告する 

 

(2) 畜産課→農政課→庁内関係者等 

発生農場における殺処分、消毒ポイントの設置等の防疫措置が開始された場合、

畜産課は、現地情報を収集し、防疫情報資料（広報用）を作成、農政課を通じて、対

策本部（原子力防災課）に庁内メール等にて報告。 

 

○畜産課から連絡 

・農林水産部長 

・農林水産部副部長 

・農林水産部技監 

・農政課 

 

○農政課から連絡（畜産課メールを転送対応） 

・原子力防災課 

 

(3) 農政課から防疫情報資料（広報用）の報告を受けた以下の職員は、その報告を受け

て広報課へ報告する。 
 
・原子力防災課 

→ 広報課 
 

２ 連絡体制（情報の共有） 

(1) 原子力防災課→府対策本部各部局、広域振興局等 

防疫情報資料（広報用）を広報課へ報告した原子力防災課は、その報告内容を

府対策本部各部局及び広域振興局へ共有する。 
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(2) 原子力防災課から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて関係者（機関）

へ連絡する。 
 
・農政課 

→ 畜産課 
→ 畜産関係団体 
→ 近畿農政局消費・安全部安全管理課 

→ 近隣府県 
→ 家畜保健衛生所 

 
・広域振興局 

→ 管内市町村 
 

３ 「府対策本部」会議等の開催 

必要に応じて「府対策本部」会議を開催する。 

なお、開催に当たっては、原則、報道陣にすべて公開で行うこととし、その開催日時

は、広報対応時に報道各社に連絡するものとする。 

 

(1) 連絡体制 

府対策本部（事務局） 

→ 府対策本部構成員（議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、 

労働委員会事務局、教育庁、警察本部、各広域振興局を含む）に会議招集を

連絡 

 

４ 広報対応 

発生農場における殺処分、消毒ポイントの設置等の防疫措置の進捗状況及び府対策本

部会議の開催日時について、各社に広報を行う (→プレスリリース文例 P62～68) 。 

 

(1) 発表者 

危機管理部 

 

(2) 発表のタイミング 

発生農場における殺処分、消毒ポイントの設置等の防疫措置の進捗状況について

は、定期的に行う。 

なお、発表から府対策本部会議の開催時間までに十分な猶予がない場合は、府政

記者室投げ込みとする。 

 

(3) 発表内容 

ア 発生場所  ●●市(町村)に所在する●●(畜種)農場((用途)●●羽(頭)) 

イ 経過    通報日時、確定までの検査など 

ウ 進捗状況  防疫作業の進捗状況、移動（搬出）制限区域の設置など 

あるいは、防疫措置の完了など 

エ 「府対策本部会議」の開催日時・場所 
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(4) 報道機関からの問合せ 

府対策本部会議を公開で実施し今後の対応等についても協議するため、プレス内

容以外の問合せには答えない（例えば、発生農場を聞かれても答えない。）が、現

地対策本部等に取材・記者発表の拠点となるプレスルームを設置するとともに、取

材可能な場所・時間をあらかじめ設定するなど、迅速かつ適切な情報提供に努める

ものとする。 
 

  

の
対
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第２章 野生動物に係る緊急時の対応（野鳥） 
第１ 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ等疑い事例発生時の対応(→フロー図 P53) 
 

＜野鳥における高病原性鳥インフルエンザの疑い事例発生時の連絡体制、広報対応等＞ 

 

府民等からの通報を受けて、現地広域振興局及び京都林務事務所は、市町村と連携して

当該死亡野鳥を引き取り、検査対象と判断される場合は簡易検査を実施する。 

検査の結果「陽性」と判定された場合は、農村振興課に連絡し、確定検査のため検査機

関へ採材した試料を送付するとともに、農村振興課は、畜産課に報告し、以下により連

絡、広報を行う。 

なお、糞便等の採取調査で陽性が判明した場合、本章第２により対応を行う。 

 

１ 連絡体制 

(1) 現地広域振興局又は京都林務事務所→農村振興課長→畜産課長、庁内関係者 

現地広域振興局又は京都林務事務所は、農村振興課長(又は農村振興課職員)に連絡

し、農村振興課長(又は農村振興課職員)から畜産課長（又は畜産課職員）等以下の関

係者に庁内メール（時間外・休日の場合は携帯メール）にて第１報（野鳥疑い発生

報）を連絡。（→メール文例 P59） 
・畜産課長 
・農林水産部長 
・農林水産部副部長 
・農林水産部技監 
・農政課長 
・農政課参事 
・農政課食の安全・食育係長 
・農政課担当職員 
・危機管理監 
・防災監 
・原子力防災課長 
・原子力防災課参事 
・原子力防災課原子力防災係長 

 

(2) 現地広域振興局又は京都林務事務所→関係部署等 

現地広域振興局又は京都林務事務所は、管内関係部署、管内市町村、関係警察署

等へ連絡し、病原性確定に備えた事前準備に着手する。 

 

(3) 農林水産部→二役等 

農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）からア～オに対して庁

内メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）を送信（農村振興課メールを転送対

応）の上、電話連絡。イ～オは、その連絡を受けて、関係者（機関）へ連絡する。 

 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 

野
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事
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オ 議会事務局長   → 府議会全議員 

 

(4) 農村振興課から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて、関係者（機関）へ

連絡する。 

・原子力防災課 

→ 庁内各部（議会事務局、各委員会事務局、教育庁、警察本部を含む） 

→ 部内関係者(情報提供) 

→ 危機管理関係課職員 

→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 

 

・畜産課 

→ 各家畜保健衛生所、畜産センター、畜産関係団体等 

→ 家きん飼養者 

 

・農村振興課 

→ 環境省、近畿地方環境事務所、近畿農政局、京都市 

 

２ 広報対応 

府内での野鳥における疑い事例について各社に広報を行う。(→プレスリリース文例 

P69) 

(1) 発表者 

農村振興課長 

（時間外・夜間で緊急対応が必要な場合は、農政課長が代理） 

(2) 発表のタイミング 

公表は、簡易検査で「陽性」と判定され、試料を検査機関に送付後、速やかに行

う（必要に応じて環境省と協議を行う）。 

なお、発表は原則、府政記者室投げ込みとする。ただし、試料送付が夜間となっ

た場合は、広報課と協議の上、FAX対応とし、発表者が電話等により問い合わせ対応

を行う。 

(3) 報道機関からの問合せ 

プレス資料の内容以外の問合せには答えない。 
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第２ 野鳥及び糞便等採取調査における確定時の対応(→フロー図 P54) 
 

＜野鳥における高病原性鳥インフルエンザが確定した時の連絡体制、広報対応等＞ 

 

死亡野鳥について、検査機関に送付した試料の判定結果の報告があったとき又は糞便等

の採取調査において検査機関に送付した試料の確定検査の結果が「陽性」であった旨の通

知があったときは、農村振興課は以下により連絡するとともに、「高病原性鳥インフルエ

ンザウイルス（H5N1亜型）」など病原性まで確定された場合には、環境省と同時に公表を

行う。 

 

１ 連絡体制 

(1) 農村振興課長→畜産課長、現地広域振興局、京都林務事務所、庁内関係者 

検査機関から判定結果の報告があったときは、農村振興課長は直ちに判定結果を

畜産課長に連絡し、現地広域振興局又は京都林務事務所等以下の関係者に庁内メール

（時間外・休日の場合は携帯メール）にて第２報（野鳥確定報）を連絡。（→メール

文例 P59） 
・畜産課長 
・現地広域振興局 
・京都林務事務所長 
・農林水産部長 
・農林水産部副部長 
・農林水産部技監 
・農政課長 
・農政課参事 
・農政課食の安全・食育係長 
・農政課担当職員 
・危機管理監 
・防災監 
・原子力防災課長 
・原子力防災課参事 
・原子力防災課原子力防災係長 

 

(2) 現地広域振興局又は京都林務事務所→関係部署等 

現地広域振興局又は京都林務事務所は、管内関係部署、管内市町村、関係警察署

等へ連絡し、公表後は速やかに現地での接触者の調査体制等の構築に着手するととも

に、周辺住民に情報提供を行い注意喚起に努める。 

 

(3) 農林水産部→二役等 

農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）からア～オに対して庁

内メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）を送信（農村振興課メールを転送対

応）の上、電話連絡。イ～オは、その連絡を受けて、関係者（機関）へ連絡する。 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 
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オ 議会事務局長   → 府議会全議員 

 

(4) 農村振興課から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて、関係者（機関）へ

連絡する。 

・原子力防災課 

→ 庁内各部（議会事務局、各委員会事務局、教育庁、警察本部を含む） 

→ 部内関係者（情報提供） 

→ 危機管理関係課職員 

→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 

 

・畜産課 

→ 各家畜保健衛生所、畜産センター、畜産関係団体等 

→ 家きん飼養者 

鳥 

・農村振興課 

→ 近畿地方環境事務所、近畿農政局、京都市 

→ 野生鳥獣救護施設等関係団体 

 

２ 広報対応 

府内での野鳥におけるウイルスの確認及び府警戒本部会議の開催日時について各社に

広報を行う。(→プレスリリース文例 P70) 

(1) 発表者 

農林水産部副部長（時間外・夜間で緊急対応が必要な場合は、農政課長が代理） 

 

(2) 発表のタイミング 

検査機関から判定結果の報告後、速やかに行う。 

なお、発表は原則、レクチャー付き発表とするが、発表から府警戒本部会議の開

催時間までに十分な猶予がない場合は、府政記者室投げ込みとする。 

また、国（環境省）と同時発表を行うため、病原性の判定の確定が夜間となった

場合は、国及び広報課と協議の上、FAX対応とする。ただし、府内での確認が１例目

の場合は、発表から府警戒本部会議の開催時間までに十分な猶予がない場合を除き、

夜間でもレクチャー付き発表とする。 

 

(3) 発表内容 

ア 検体回収地点 ●●市（町村）●● 

イ 種類・羽数  ●●、●羽 

ウ 経過     回収日時、確定までの検査など 

エ 当面の措置  野鳥の監視、検体回収地点の消毒、立入制限など 

オ 「府警戒本部会議」の開催日時・場所 

 

(4) 報道機関からの問合せ 

府警戒本部会議を公開で実施し今後の対応等についても協議するため、プレス内容

以外の問合せには答えない。  
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第３章 野生動物に係る緊急時の対応（野生いのしし等） 
第１ 野生いのしし等における豚熱等疑い事例発生時の対応(→フロー図P55) 
 

＜野生いのしし等における豚熱等の疑い事例発生時の連絡体制、広報対応等＞ 

 

府民等からの通報を受けて、現地広域振興局及び京都林務事務所は、市町村と連携して

当該死亡又は捕獲した野生いのしし等の情報を収集し、農村振興課に報告する。 

農村振興課は、畜産課へ連絡するとともに、農村振興課又は各家畜保健衛生所のいずれ

かが現地に確認に向かうよう調整する。 

農村振興課又は家畜保健衛生所は、現地で野生いのしし等の確認を行い、検査対象と判

断される場合は、現地で採材の上、精密検査のため中丹家畜保健衛生所に試料を移送す

る。 

中丹家畜保健衛生所は、検査結果を畜産課に報告し、検査の結果「陽性」であった場合

には、確定検査のため検査機関へ採材した試料を送付する。 

畜産課は、以下により連絡、広報を行う。 

すでに府内で野生いのしし等における豚熱等が確認されている場合、精密検査陽性によ

り確定となるため、本章第２により対応を行う。 

 

１ 連絡体制 

(1) 中丹家畜保健衛生所→畜産課長→農村振興課、庁内関係者 

中丹家畜保健衛生所から報告を受けた畜産課長(又は畜産課職員)は、現地家畜保

健衛生所長（又は現地家畜保健衛生所職員）等以下の関係者に庁内メール（時間外・

休日の場合は携帯メール）にて第１報（野生いのしし等豚熱等疑い発生報）を連絡。

（→メール文例 P59） 

・現地家畜保健衛生所長 

・農林水産部長 

・農林水産部副部長 

・農林水産部技監 

・農政課長 

・農政課参事 

・農政課食の安全・食育係長 

・農政課担当職員 

・農村振興課長 

・危機管理監 

・防災監 

・原子力防災課長 

・原子力防災課参事 

・原子力防災課原子力防災係長 

 

(2) 現地家畜保健衛生所→現地広域振興局→関係部署等 

現地家畜保健衛生所は、現地広域振興局に連絡し、現地広域振興局は、管内市町

村、関係警察署等へ連絡する。 

現地家畜保健衛生所及び現地広域振興局は、確定に備えた事前準備に着手する。 

(3) 農林水産部→二役等 
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農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）からア～オに対して庁

内メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）を送信（畜産課メールを転送対応）

の上、電話連絡。イ～オは、その連絡を受けて、関係者（機関）へ連絡する。 

 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 

オ 議会事務局長   → 府議会全議員 

 

(4) 畜産課長から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて、関係者（機関）へ連

絡する。 

・原子力防災課 

→ 庁内各部（議会事務局、各委員会事務局、教育庁、警察本部を含む） 

→ 部内関係者(情報提供) 

→ 危機管理関係課職員 

→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 

 

・畜産課 

→ 各家畜保健衛生所、畜産センター 

→ 家畜飼養者 

→ 農林水産省（消費・安全局動物衛生課）、近畿農政局、畜産関係団体等 

 

・農村振興課 

→ 各広域振興局又は京都林務事務所、猟友会等 

 

２ 広報対応 

府内での野生いのしし等における疑い事例について各社に広報を行う。(→プレスリ

リース文例 P71) 

(1) 発表者 

畜産課長（時間外・夜間で緊急対応が必要な場合は、農政課長が代理） 

(2) 発表のタイミング 

公表は、精密検査で「陽性」と判定され、試料を検査機関に送付後、速やかに行

う。（必要に応じて農林水産省と協議を行う） 

なお、発表は原則、府政記者室投げ込みとする。ただし、試料送付が夜間となっ

た場合は、広報課と協議の上、FAX対応とし、発表者が電話等により問い合わせ対応

を行う。 

(3) 報道機関からの問合せ 

プレス資料の内容以外の問合せには答えない。 
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第２ 野生いのしし等における豚熱等確定時の対応(→フロー図 P56) 
 

＜野生いのしし等における豚熱等が確定した時の連絡体制、広報対応等＞ 

 

死亡又は捕獲いのしし等について、農林水産省消費・安全局動物衛生課から検査機関に

送付した試料の検査結果の連絡があったときは、畜産課は以下により連絡、広報を行う。 

 

１ 連絡体制 

(1) 畜産課長→現地家畜保健衛生所、庁内関係者 

農林水産省消費・安全局動物衛生課から検査機関による検査結果の連絡があった

ときは、畜産課長は直ちに検査結果を現地家畜保健衛生所等以下の関係者に庁内メー

ル（時間外・休日の場合は携帯メール）にて第２報（野生いのしし等豚熱等確定報）

を連絡。（→メール文例 P59） 

・現地家畜保健衛生所長 

・農林水産部長 

・農林水産部副部長 

・農林水産部技監 

・農政課長 

・農政課参事 

・農政課食の安全・食育係長 

・農政課担当職員 

・農村振興課長 

・危機管理監 

・防災監 

・原子力防災課長 

・原子力防災課参事 

・原子力防災課原子力防災係長 

 

(2) 現地家畜保健衛生所→現地広域振興局→関係部署等 

現地家畜保健衛生所は、現地広域振興局に連絡し、現地広域振興局は、管内市町

村、関係警察署等へ連絡する。 

現地家畜保健衛生所及び現地広域振興局は、公表後は速やかに豚等飼養者に情報

提供を行い注意喚起に努める。 

 

(3) 農林水産部→二役等 

農林水産部副部長（又は農林水産部長若しくは農政課長）からア～オに対して庁

内メール等（時間外・夜間の場合は携帯メール）を送信（畜産課メールを転送対応）

の上、電話連絡。イ～オは、その連絡を受けて、関係者（機関）へ連絡する。 

ア 知事室長 

イ 秘書課長     → 秘書課関係職員 

ウ 知事・副知事秘書 → 知事・副知事 

エ 広報課長     → 広報課関係職員 

オ 議会事務局長   → 府議会全議員 
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(4) 畜産課長から連絡を受けた以下の職員は、その連絡を受けて、関係者（機関）へ連

絡する。 

・原子力防災課 

→ 庁内各部（議会事務局、各委員会事務局、教育庁、警察本部を含む） 

→ 部内関係者（情報提供） 

→ 危機管理関係課職員 

→ 各広域振興局 

→ 管内市町村 

 

・畜産課 

→ 各家畜保健衛生所、畜産センター 

→ 家畜飼養者 

→ 近畿農政局、畜産関係団体等 

 

・農村振興課 

→ 各広域振興局又は京都林務事務所、猟友会等 

 

２ 広報対応 

府内での野生いのしし等におけるウイルスの確認及び府警戒本部会議の開催日時につ

いて各社に広報を行う。(→プレスリリース文例 P72) 

(1) 発表者 

農林水産部副部長（時間外・夜間で緊急対応が必要な場合は、農政課長が代理） 

 

(2) 発表のタイミング 

検査機関による検査結果の報告後、速やかに行う。 

なお、発表は原則、レクチャー付き発表とするが、発表から府警戒本部会議の開催

時間までに十分な猶予がない場合は、府政記者室投げ込みとする。 

また、確定が夜間となった場合は、広報課と協議の上、FAX対応とする。ただし、

府内での確認が１例目の場合は、発表から府警戒本部会議の開催時間までに十分な猶

予がない場合を除き、夜間でもレクチャー付き発表とする。 

 

(3) 発表内容 

ア 検体回収地点 ●●市（町村）●● 

イ 性別、体重等 ●、●●kg 

ウ 経過    回収（捕獲）日時、確定までの検査など 

エ 当面の措置  野生いのしし等の監視、検体回収地点の消毒、立入制限など 

オ 「府警戒本部会議」の開催日時・場所 
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(4) 報道機関からの問合せ 

府警戒本部会議を公開で実施し今後の対応等についても協議するため、プレス内容

以外の問合せには答えない。 
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第１章 対策本部等の体制 

第１ 家畜伝染病等の発生状況等に応じた京都府の体制(→設置条件等比較表 P47) 
 

家畜伝染病等の発生状況等に応じて、以下のとおり体制を構築し対策に当たるものとす

る。 

発生状況 主 要 な 対 応 

 

①国内の家畜又は野

生動物で発生が確

認され、かつ、対

策本部又は警戒本

部の設置条件を満

たさない場合 

 

 

○防疫対応等を実施 

 ・発生状況等の情報収集 

 ・農場の防疫対策の徹底 

 ・関係団体等への対策徹底 

 ・発生都道府県への家畜防疫員派遣 

 ・全庁（各部局）の情報共有 

 ・府警戒本部及び現地警戒本部の設置準備 

 

 

②警戒本部設置条件

を満たした場合 

 

○「府警戒本部」の設置・会議開催 

・防疫対策方針の決定 

・府内発生時の各部局等分担事務の事前準備 

・府対策本部の設置準備 

○防疫対応等を実施 

・農場の防疫対策の強化 

・防疫用資材等の調達・確保 

・自衛隊、国、他府県への応援要請調整（必要に応じて） 

○専門家の意見聴取（必要に応じて） 

・今後の対応や初動防疫を検討 

 

 

○「現地警戒本部」の設置・会議開催 

・府内発生時の各部局分担事務の事前準備 

・現地対策本部の設置準備 

 

 

③対策本部設置条件

を満たした場合 

 

○「府対策本部」の設置・会議開催 

・防疫対策方針の決定 

・各部局等分担事務の実行 

○「専門家会議」の設置（必要に応じて） 

・府の対策について助言・検証 

 

 

○「現地対策本部」の設置・会議開催 

・各部局分担事務の実行 
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第２ 府対策本部等の体制 

府対策本部及び警戒本部の体制は、次のとおりとする。 

１ 府対策本部及び警戒本部の事務局体制 

 対 策 本 部 警 戒 本 部 

 

本 部 長 

 

 

知 事 

 

副知事 

 

副本部長 

 

 

副知事 

 

 

 

 

 

本 部 員 

 
企画理事、危機管理監、企画調整理事、知事室長、職員長、 
会計管理者、総務部長、総合政策環境部長、文化生活部長、 
健康福祉部長、商工労働観光部長、農林水産部長、建設交通部長、 
議会事務局長、監査委員事務局長、 
人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、教育委員会教育長、 
警察本部長、広域振興局長 
 

 

事務局長 

 

危機管理監 

（事務局次長 防災監、農林水産部副部長） 
危機管理監 

 

主担当課 

（庶務） 

 

 

危機管理総務課、災害対策課、 

原子力防災課、消防保安課、農政課 

原子力防災課、 

農政課 

班 編 成 

（人数） 

総括班 

(2人) 

○各班の総合調整 

（指揮者・指揮者補助） 

 

 

広報班 

(1～2人) 

○府民、報道機関等への情報提供等 

○府ホームページなどの活用等 

相談班 

(3～5人) 

○府民、畜産農家等からの相談対応等

（相談センターの設置運営等） 

対策班 

(3～5人) 
○個別案件の対応・処理等 

情報班 

(3～5人) 

○情報の集約・分析 

○地図情報（GIS）等の処理 

○対策の記録等 

○テレビ会議等の設営 

動  員 

必要に応じて、非常時専任職員を動員（3～5人） 

（固定職員によるローテーション等） 

○各部局との連絡調整 

場  所  職員福利厚生センター３階 24時間体制 

   第３部 組織体制  第１章 対策本部等の体制 
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２ 府対策本部の事務分掌 

部 名 等 主な事務分掌 主要な関連業務 
危機管理監 
防災監 
農林水産部副部長 
 
（事務局） 
・危機管理総務課 
・災害対策課 
・原子力防災課 
・消防保安課 
・農政課 

①府対策本部の運営に関すること 
・各部局との連絡調整 
・府対策本部会議の開催 
・現地対策本部との連絡調整 
・関係機関への情報伝達 

②対策全般の総合調整に関すること 
③国・市町村との連絡調整に関すること 
④情報・データの一元管理に関すること 
⑤定時記者発表等広報に関すること 
⑥府民相談窓口の運営に関すること 
 （総合政策環境部と共管） 
⑦広域振興局との調整に関すること 

 

農林水産部 
 

①防疫（家畜、野生動物等）対策に関す
ること 

②府対策本部との調整に関すること 
③家畜保健衛生所との調整に関すること 
④農林水産省・環境省との連携・調整に
関すること 

⑤専門家会議の運営に関すること 
⑥防疫資材の確保に関すること 
⑦風評被害対策に関すること 

・防疫措置計画の作成 
➢農場防疫対策・周辺農場対応 

➢消毒ポイントの選定、資機材確保 

・緊急動員職員の後方支援 
➢バス、トラックの調達(緊急動

員職員及び備蓄資材運搬) 

➢備蓄防疫資材の運搬 

➢緊急動員職員の受付及び送出 

知事直轄組織 
（知事室長Ｇ） 
（会計管理者Ｇ） 
（職員長Ｇ） 

①報道機関との調整等に関すること 
②緊急支出の審査・支払に関すること 
③職員の動員及び動員者の健康管理の総
合調整に関すること 

・プレスリリース及び本部
会議開催に係る報道機関
調整 

・緊急動員及び本格動員職
員の招集 

・旧婦人相談所の駐車場管理 
総務部 ①緊急予算編成、要望等に関すること 

②焼・埋却地の選定等に関すること 
 （市町村との調整） 
③防疫資材の確保に関すること（農林水
産部と共管） 

・防疫資材等の購入に係る
予算対応 

・焼埋却地所管市町村と必
要に応じた調整(現地対策
本部補佐) 

・防疫資材等の調達事務 
・制限区域等の公告 

総合政策環境部 
 

①埋却地周辺の環境保全に関すること 
②環境省との連絡調整に関すること 
③焼却施設との連絡調整に関すること 
④殺処分鶏等の焼却灰の処理に関するこ

と 
⑤府立の大学との情報連絡等に関するこ
と 

・埋却地周辺の環境モニタ
リング 

・環境に係る相談対応 
・焼却施設の目的外使用に
係る手続き 

・焼却灰の廃棄物処理施設
への搬出に係る手続き 

・家畜等を飼育している所
管大学等への情報提供及
び情報収集・飼育家畜へ
の感染防止対策指導等 
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部 名 等 主な事務分掌 主要な関連業務 
文化生活部 
 

①府民相談窓口の運営に関すること 
 （本部事務局と共管） 
②私立学校との情報連絡等に関すること 
③食肉処理施設、食鳥処理施設等に関す

ること 
④動物取扱業に関すること 
⑤愛玩動物に関すること 
 

・府民からの相談窓口 
・家畜等を飼育している所

管大学等への情報提供及
び情報収集・飼育家畜へ
の感染防止対策指導等 

・食肉処理場、食鳥処理場
及び動物取扱業者に対す
る情報提供及び発生防止
対策指導 

・食品衛生に係る相談対応 
健康福祉部 
 

①地域住民、防疫従事者、農場作業員の
健康対策に関すること（知事直轄組織
と共管） 

②保育園、介護施設等に関すること 

・健康に係る相談対応 
・農場等動員職員等の感染

防御対策等健康管理対策
指導 

・家畜等を飼育している所
管保育園等への情報提
供・情報収集 

商工労働観光部 
 

①特別経営相談に関すること 
②観光対策に関すること 

・府内企業等からの相談対応 
・観光客等への風評被害防
止対策 

建設交通部 
 

①道路等の消毒ポイントにおける消毒に
関すること 

②消毒資機材等の輸送調整に関すること 
③建設業協会等との調整に関すること 

・消毒ポイントの設営 
・消毒ポイントの初期の運営 
・運搬車両不足時等の調整 

議会事務局 府議会議員との情報連絡等に関すること ・プレスリリース、本部対
策会議内容等の伝達 

監査委員事務局 
人事委員会事務局 
労働委員会事務局 

防疫活動の支援に関すること ・緊急動員職員、本格動員
職員の派遣 

教育庁 
 
 

①公立学校等との情報連絡等に関するこ
と（学校給食を含む。） 

②学校飼育動物の適正な飼養管理の徹底
に関すること 

・家畜等を飼育している公
立学校等への情報提供と
情報収集 

・公立学校飼育家畜等への
感染防止対策 

警察本部 
 

①発生地域、消毒ポイント等の警戒警
備・混乱防止に関すること 

②治安の維持、防犯対策に関すること 

・農場周辺の立入制限場所
の警戒警備及び交通安全
対策 

・車両消毒ポイントでの交
通安全対策 

現地対策本部 
（広域振興局） 
 

①現地対策本部の運営に関すること 
②市町村等との連絡調整に関すること 
③焼・埋却地に関する地元調整に関する

こと 
④消毒ポイントの現地運営に関すること 
⑤家畜保健衛生所の支援に関すること 
⑥防疫資材以外の必要物品の確保に関す

ること（現地のテント、簡易トイレ
等） 
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３ 府対策本部の体制図 

 知 事 ＜本部長＞ 

  副知事 ＜副本部長＞ 

 

事   務   局 
・事務局長  危機管理監 
・事務局次長（広報対応） 防災監、農林水産部副部長 
・事務局員  危機管理総務課、災害対策課、原子力防災課、

消防保安課、農政課、 
各部局危機管理担当職員 等 

主  要  業  務 
＊対策全般の総合調整 
＊現地対策本部との連絡調整 
＊国・市町村との協力、連絡調整 
＊専門家会議の設置 等 

 

 農林水産部長  

 

各   部   局 
・知事直轄組織     ・危機管理部       ・総務部 
・総合政策環境部    ・文化生活部       ・健康福祉部 
・商工労働観光部    ・建設交通部       ・議会事務局 
・監査委員事務局    ・人事委員会事務局    ・労働委員会事務局 
・教育庁        ・警察本部 

主  要  業  務 
＊広報、動員体制 
＊予算、要望、法令解釈 
＊環境モニタリング 
＊防疫従事者の健康管理 
＊食品の追跡 
＊相談窓口設置（健康、消費者、食品、商工業者） 
＊風評被害対策 
＊消毒ポイントの設置・運営 
＊保管倉庫の確保協力、焼却処分の協力 
＊学校関係との連絡調整 
＊移動制限措置 

 

 

現 地 対 策 本 部 
・本部長   現地広域振興局長 
・副本部長  現地広域振興局副局長 
・本部員   現地広域振興局地域連携・振興部長、現地広域振興局農林商工部

長、現地土木事務所長、現地保健所長、現地家畜保健衛生所長 等 
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農 林 水 産 部 の 業 務 
 

 農政課参事  

 

 

 

 

 

 
 

 農政課長（総括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 技 監  

 

農 政 課 他部局との連絡調整 
＊部内各課との連絡調整 
＊経理事務 
＊府対策本部会議資料調整 
＊動員調整 
＊資材調達・運搬の総括 
＊関係機関への情報伝達 
＊広報資料の総括とマスコミ 
＊風評被害対策 

 

畜 産 課 防疫対策の総括 
＊防疫方針の決定 
＊府対策本部への報告 
＊農水省との連絡・調整 
＊防疫情報資料（広報用）作成 
＊現地情報収集 
＊農家の融資相談 
＊防疫資材及び防疫要員の確保 
＊移動制限区域内の畜産物の保管 
＊移動制限区域内農家の補てん 
＊防疫方針企画推進 
＊現地対策本部の連絡調整 
＊移動制限範囲及び消毒ポイントの設定 
＊現地指導と疫学調査 
＊相談窓口（家畜） 

経営支援・担い手育成課 
流通・ブランド戦略課 
農 産 課 

＊消毒ポイントの運営 
＊畜糞の消毒・保管移動 
＊畜産物の最終処分 
＊殺虫対策 

 
農 村 振 興 課 
水 産 課 
林 業 振 興 課 
森の保全推進課 

＊野生動物対策 
＊埋却地掘削工事に係る重機搬入及び現地

指導 
＊情報収集及びデータの一元管理 
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第３ 現地対策本部等の体制 

現地対策本部及び現地警戒本部は、次の例を参考に体制を構築するものとする。 

１ 現地対策本部及び警戒本部の事務局体制（例） 

 現地対策本部 現地警戒本部 

 

本 部 長 

 

 

広域振興局長 

 

 

副本部長 

 

 

広域振興局副局長 

 

 

 

本 部 員 
健康福祉部長、農林商工部長、建設部長、保健所長、土木事務所長、 

家畜保健衛生所長 

 

 

事務局長 

 

 

 

地域連携・振興部長 

（事務局次長 地域連携・振興部参事、 

地域連携・振興部総務防災課長、農林商工部長） 

 

 

 

地域連携・振興部長 

 

 

主担当課 

 

 

地域連携・振興部と農林商工部で構成 

 

班 編 成 

（人数） 

総括班 

(2人) 

現地対策本部の総括 

現地対策本部の運営支援 

 

 

広報班 

(2人) 

現地プレスルームの設置・運営 

府民、報道機関への情報提供 

相談班 

(1人) 

畜産農家等からの相談対応等 

家畜保健衛生所内 

対策班 

(1人) 

管内市町村、警察署等との調整 

府対策本部との連絡調整 

情報班 

(1人) 
防疫対策業務の進捗や対策記録 

 

動  員 

 

必要に応じて、各部局から動員 

（固定職員によるローテーションなど） 

 

場  所 

 

各広域振興局庁舎内 

（発生地域により各市町村役場内） 

24時間体制（夜間は人数を縮小して対応） 
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２ 現地対策本部の事務分掌（例） 

部局名 主な事務分掌 
地域連携・振興部 
総務防災課 
各地域総務防災課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 現地対策本部の運営に関すること 
局内各部との連絡調整 
現地対策本部会議の開催 
府対策本部との連絡調整 
関係機関への情報伝達 

② 現地対策全般の総合調整に関すること 
③ 家畜保健衛生所との調整に関すること 
④ 市町村、警察署との連絡調整に関すること 
⑤ 職員の動員及び動員者の健康管理の総合調整に関

すること 
⑥ 防疫資材の確保に関すること 
⑦ 防疫要員の運送に関すること 
⑧ 防疫資材以外の必要物品の確保に関すること（現

地のテント、簡易トイレ等） 
⑨ 緊急支出の支払に関すること 
⑩ 府民からの相談対応に関すること 
⑪ 埋却地に係る現地調査に関すること 
⑫ 焼却施設との連絡調整に関すること 

地域連携・振興部 
企画連携・推進課 

 
 

① 現地対策本部における広報に関すること 
② 現地プレスルームの設置・運営に関すること 
③ 定時記者発表の対応に関すること 
④ 情報・データの一元管理に関すること 

地域連携・振興部税務課 
 

防疫作業の支援に関すること 

健康福祉部 
 
 
 
 

① 防疫従事者、農場作業員の健康対策に関すること 
② 食肉処理施設等に関すること 
③ 防疫活動の支援に関すること 
④ と畜場の指導に関すること 
⑤ 埋却地周辺の環境保全に関すること 

農林商工部 
農商工連携・推進課 
森づくり振興課 

 
 

① 埋却地の選定等に関すること（市町村との調整） 
② 埋却に係る現地調査に関すること 
③ 野生鳥獣対応に関すること 
④ 風評被害対策に関すること 
⑤ 特別経営相談に関すること 
⑥ 観光対策に関すること 
⑦ 防疫活動の支援に関すること 

農林商工部 
地域づくり振興課 

① 埋却作業に係る業務に関すること 
② 防疫活動の支援に関すること 

建設部 
 
 
 

① 道路等の消毒ポイントにおける消毒・運営に関す
ること 

② 消毒資機材等の輸送調整に関すること 
③ 建設業協会等との調整に関すること 

家畜保健衛生所 
 
 

① 現地での防疫対策の総括に関すること 
② 現地対策本部での技術的助言等調整に関すること 
③ 畜産課との連絡調整に関すること 
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第２章 防疫対応に係る動員の体制 

第１ 家畜伝染病等の発生に備えた緊急動員体制 

高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、口蹄疫等の発生（疑い発生事例を含む。）時に、農

場での防疫業務に夜間・休日を問わず速やかに対応するため、以下により本格動員までの

緊急動員体制を確立する。 

 

１ 緊急動員体制 

必要人数  府職員200名（府内最大規模農場の発生で96名動員 

             残りの職員は続発時の対応のために必要） 

業務内容  防疫資材の積込み、家畜の殺処分、農場内の消毒 

動   員 本庁・京都市内の地域機関勤務の職員から事前選定（各部局ごとに人数割振り） 
 ・本庁まで概ね１時間以内で参集可能な者 
 ・夜間・休日を問わず参集可能な者 
 ・初動体制（人数）維持のため、第２順位の職員まで選定 

集合場所  府庁（職員福利厚生センター４階など） 

移動手段  府庁から発生農場までバス移動（50人乗り） 
 ※防疫資材は別途トラックにより運搬 

対応期間  防疫業務の終了又は本格動員班※に業務を引き継ぐまで 

※各地域における１日当たりの本格動員班最大動員数 

 京都市 山城 南丹 中丹 丹後 

家きん（鳥インフル） 356人 500人 776人 776人 500人 

豚等（豚熱、口蹄疫等） 60人 － 300人 － － 

牛（口蹄疫） 100人 － 200人 140人 120人 
 

防疫資材  府庁周辺の建物（旧婦人相談所等）に備蓄 
・防護服、長靴、マスク、手袋、炭酸ガスボンベ、ペール等 

防疫作業後のフォロー 動員者の防疫措置及び健康管理は現地対策本部で対応予定 

※広域振興局管内職員のうち、発生地域管内の広域振興局管内職員は現地対策本部業務を中心に取り

組むこととなるが、発生地域管内以外の各広域振興局管内職員は可能な範囲で本格動員業務に参加

するものとする。 

 

２ スケジュール 

(1) 高病原性鳥インフルエンザ・低病原性鳥インフルエンザ 

・通報（臨床症状などにより発生が強く疑われる場合） 

①参集指示 

↓ １～３時間程度 

・簡易検査で「陽性」 

②参集・手順説明、健康管理、防疫資材の積込み等 

↓ ４～５時間程度 

③府庁を出発 

↓ １～３時間程度 

④発生農場近郊到着、最終準備 

↓ １～２時間程度 

・PCR検査で「陽性」＜発生＞ 

⑤発生農場へ移動し防疫作業開始 

緊
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(2) 豚熱・アフリカ豚熱 

ア 府内初発の場合※１ 

・通報（発生が強く疑われる場合） 

①参集予告 

↓ 12～14 時間程度 

・府の精密検査で「陽性」 

②参集指示（当日夜を想定） 

↓ 12～14 時間程度 

③参集・手順説明、健康管理、 

防疫資材の積込み等（翌日を想定） 

↓ ４～５時間程度 

④府庁を出発 

↓ １～３時間程度 

⑤発生農場近郊到着、最終準備 

↓ １～２時間程度 

・国の遺伝子解析等で「陽性」＜発生＞ 

⑥発生農場へ移動し防疫作業開始 

イ 続発・発生農場と疫学関連がある場合※２ 

・通報（発生が強く疑われる場合） 

 

 

 

①参集指示（当日日中を想定） 

↓ １～３時間程度 

②参集・手順説明、健康管理、 

防疫資材の積込み等（当日を想定） 

↓ ４～５時間程度 

③府庁を出発 

↓ １～３時間程度 

④発生農場近郊到着、最終準備 

↓ １～２時間程度 

・府の精密検査で「陽性」＜発生＞ 

⑤発生農場へ移動し防疫作業開始 
※１ アフリカ豚熱の場合、国との協議により府の精密検査の結果を待たず、国の確定検査を実施す

ることがある。その場合、②と③の間の時間は省略される。 
※２ 発生確定が早いことが想定されるため、緊急動員職員の発生農場到着に先立ち、現地広域振興

局及び家畜保健衛生所職員が防疫作業を開始する。 

 

(3) 口蹄疫 

ア 府内初発の場合 

・通報（発生が強く疑われる場合） 

①参集予告 

↓ ２～４時間程度 

・現地農場における写真判定又は簡易検査で「陽性」 

②参集指示 

↓ 12～14 時間程度 

↓ 

③参集・手順説明、健康管理、 

防疫資材の積込み等（翌日を想定） 

↓ ４～５時間程度 

④府庁を出発 

↓ １～３時間程度 

⑤発生農場近郊到着、最終準備 

↓ １～２時間程度 

・国の PCR検査で「陽性」＜発生＞ 

⑥発生農場へ移動し防疫作業開始 

イ 続発・発生農場と疫学関連がある場合 

・通報（発生が強く疑われる場合） 

 

 

 

①参集指示 

↓ ２～４時間程度 

・現地農場における写真判定又は簡易検査で「陽性」＜発生＞ 

②参集・手順説明、健康管理、 

防疫資材の積込み等（当日を想定） 

↓ ４～５時間程度 

③府庁を出発 

↓ １～３時間程度 

④発生農場近郊到着、最終準備 

↓ ０～１時間程度 

↓ 

⑤発生農場へ移動し防疫作業開始 

 

３ その他 

緊急動員業務に従事する職員は、作業のしやすい服装を職場内に常時保管すること。 
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第２ 家畜伝染病等の発生時の職員動員（本格動員） 

緊急動員に引き続き、農場での防疫業務等に対応するため、以下により動員体制を確立

する。 

 

１ 本格動員体制 

区 分 概       要（府内最大規模の農場の場合） 

業務内容 

 

 

 

▲ 発生農場における家畜の殺処分等 

・ 殺処分 

・ 焼却・埋却・運搬（搬出、積み出し） 等 

▲ 畜舎、車両の消毒、交通規制の補助 

動員計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 期 間 

・ 殺処分する必要が生じた時点から即座に対応し、連続して14日間

程度 

▲ 人数等 

・ 家きん（鳥インフル）：１日最大1,376人（うち府職員776人） 

豚（豚熱、口蹄疫等）：１日最大 460人（うち府職員300人） 

牛（口蹄疫）    ：１日最大  220人（うち府職員200人） 

・ 業務・状況に応じて班に分け、班ごとにリーダーを配置。リーダ

ーは、班の総括・連絡調整、作業等の記録を司る。 

▲ その他 

・ 担当業務の執行体制を確保した上で動員 

・ 自衛隊等の動員状況に応じて、臨機応変に対処 

・ 農場内従事者については原則男性とし、本人及び同居者でインフ

ルエンザ様症状のある者、慢性疾患のある者、鳥類、豚又はいの

ししを飼育している者等は、対象外 

・ １号及び２号非常時専任職員は本部等の要員となるため対象外 

留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 必要物品については以下のとおり提供 

・ 防護服 

・ その他：ビニール手袋、マスク、ゴーグル、長靴 等 

・ 飲食物等 

・ 抗インフルエンザ剤（鳥インフルの場合） 

▲ 集合方法の確保 

・ 原則として通常の出張方法どおり 

・ 集合場所から農場までの輸送車両は準備 

▲ 動員参加者の健康管理等 

・ 動員参加者への事前の情報提供 

・ 健康管理医、現地産業医、保健師のほか、必要に応じた体制の確

保 

・ 農場内従事者の年齢把握 

・ 農場内従事者は本人の明示の同意を取った上で抗インフルエンザ

剤を予防投与（鳥インフルの場合） 

・ 臨時健康診断、メンタルヘルス対策の実施検討 
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２ 動員計画 
(1) 最大動員可能数 

府職員の１日の最大動員数は 776人（２割動員、初日の緊急動員を含む）とし、自

衛隊へは殺処分する職員数と同等数を派遣要請する。 

 

(2) 発生農場の防疫措置に係る動員数の目安 
（戸数は R4.2 時点現在） 

畜 種 
（家畜伝染病等） 

農場の規模 戸数 
本庁（議会、委員会、教育含む） 
＋発生地域以外の局管内 

（Ａ） 

自衛隊
派遣 

（Ｂ） 

国・他府県 
派遣獣医師 

（C） 

1 日あたり 
最大動員人数 

（A+B+C） 

家きん 
（鳥インフル） 

10 万羽以上 10 戸 776 人 576 人 24 人 1,376 人 

５～10 万羽程度 ２戸 500～776 人 － － 500～776 人 

１～５万羽程度 10 戸 356～500 人 － － 356～500 人 

豚等 
（豚熱、アフリカ
豚熱、口蹄疫） 

6,000 頭 １戸 300 人 150 人 10 人 460 人 

1,000 頭程度 １戸 100 人 － － 100 人 

牛 
（口蹄疫） 

1,000 頭以上 １戸 200 人 － 20 人 220 人 

500 頭程度 ４戸 140 人 － 10 人 150 人 

100～200 頭程度 11 戸 120 人 － ５人 125 人 

50～100 頭程度 13 戸 100 人 － － 100 人 

注１：殺処分は 24 時間体制で実施（１人１回当たり作業４時間以内） 

注２：畜舎の形態や焼却施設の処理能力、焼却・埋却場所までの距離等の諸条件により必要人数は増減 

注３：「焼却・埋却・運搬」については、状況により殺処分の翌日から業務の可能性あり 

注４：豚及び牛の最大規模は各１戸であるため「取扱注意」 

（内訳） 

 発生農場の規模 
本庁（議会、委員会、教育含む） 

＋発生地域以外の局管内 
自衛隊 

国・他府県 

派遣獣医師 

殺

処

分

 

家きん 

10 万羽以上 576 人 576 人 24 人 

５～10万羽程度 432～576 人 － － 

１～５万羽程度 288～432 人 － － 

豚等 
6,000 頭 150 人 150 人 10 人 

1,000 頭程度 30 人 － － 

牛 

1,000 頭以上 40 人 － 20 人 

500 頭程度 20 人 － 10 人 

100～200頭程度 20 人 － ５人 

50～100 頭程度 15 人 － － 

焼
却

・
埋

却

・
運

搬 
家きん 

10 万羽以上 200 人 － － 

５～10万羽程度 68～200 人 － － 

１～５万羽程度 68 人 － － 

豚等 
6,000 頭 100 人 － － 

1,000 頭 50 人 － － 

牛 

1,000 頭以上 140 人 － － 

500 頭程度 100 人 － － 

100～200頭程度 80 人 － － 

50～100 頭程度 65 人 － － 

農

場

で
の
消

毒

 

家きん 

10 万羽以上 576 人 － － 

５～10万羽程度 432～576 人 － － 

１～５万羽程度 288～432 人 － － 

豚等 
6,000 頭 50 人 － － 

1,000 頭 20 人 － － 

牛 

1,000 頭以上 20 人 － － 

500 頭程度 20 人 － － 

100～200頭程度 20 人 － － 

50～100 頭程度 20 人 － － 

注１：農場での消毒は、農場規模にかかわらず防疫措置完了後、さらに３回（７日後、14日後、21日後）の実施が必要 

注２：家きん及び豚等は殺処分完了後、農場での消毒を実施  
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本
格
動
員
体
制 
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第３ 家畜伝染病等発生時における動員対応の役割分担 
職員長Ｇから提示された必要人数の考え方をもとに各部、各広域局においては、具体的

な動員計画を策定（各広域振興局においては、管内の地域機関を含め動員計画を策定）す

る。 

なお、隣接府県発生等で制限区域（発生地から半径10キロメートル（口蹄疫の場合は20

キロメートル）内）となる場合も、発生地域として取り扱う。 

 

 

 

本庁・市内公所 

 

発生地域以外の 

広域局管内 

発生地域の 

広域局管内 

その他 

 

殺 処 分 

 

○ 

 

○ 

 

－ 

 

自衛隊、国、 

市町村等 

焼却・埋却・運搬 

 

○ 

 

○ 

 

－ 

 

国、市町村等 

農場での消毒 

 

○ 

 

○ 

 

－ 

 

国、市町村等 

消毒ポイントでの 

消毒 

△ 

（必要に応じ応援） 

△ 

（必要に応じ応援） 

○ 

 

外部委託業者 

 

防疫作業員の 

健康管理 

△ 

（必要に応じ応援） 

△ 

（必要に応じ応援） 

○ 

 

 

 

 

  

 

動
員
対
応
の
分
担 
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＜参考１＞家畜伝染病等対策本部等設置要綱に係る設置条件等比較表 （関連ページ→ P33） 

対象疾病 高病原性鳥インフルエンザ 

低病原性鳥インフルエンザ 

豚熱 

アフリカ豚熱 

口蹄疫 

対象家畜 家きん（鶏、あひる等） 豚、いのしし 牛、豚、山羊等 

設
置
条
件 

対策本部 府内・隣接府県の家畜で

発生 

府内の家畜で発生 府内・隣接府県の家畜

で発生 

警戒本部 ①府内・隣接府県以外の

複数都道県の家畜で発

生し、府内への被害が

予測される 

②府内・隣接府県の野鳥

で確定 

①隣接府県の家畜で発生 

②府内の野生いのししで確定 

③隣接府県の野生いのししで

確定し、発見場所から10km

圏内に府が含まれる 

①府内・隣接府県以外

の都道県で発生し、

府内への被害が予測

される 

②府内・隣接府県の野

生動物で確定 

疾
病
（
ウ
イ
ル
ス
）
の
特
性 

国内への 

主な侵入要因 

冬期に飛来する渡り鳥 

 

海外から不法に持ち込まれる汚染された肉製品等 

（豚熱はすでに侵入） 

伝播させる 

可能性のある

野生動物 

野鳥 野生いのしし 

 

野生いのしし、しか等 

（偶蹄類動物全般） 

ワクチン 原則、使用できない 

（有効性が担保されてい

ないため） 

豚熱 アフリカ豚熱 原則、使用できない 

（有効性が担保されて

いないため） 

あり（府内で

も継続接種） 

なし 

 

＜参考２＞家畜伝染病等別 簡易検査等・遺伝子検査等整理表    （関連ページ→ P2） 

 高病原性鳥インフルエンザ 

低病原性鳥インフルエンザ 

豚熱 

アフリカ豚熱 

口蹄疫 

簡

易

検

査

等 

内  容 簡易検査 精密検査 写真判定又は簡易検査 

実施場所 現地農場 中丹家畜保健衛生所 

（福知山市） 

現地農場 

結果判明 

までの時間 

通報から１～３時間程度 通報から12～14時間程度 通報から２～４時間程度 

陽性時の 

扱い 

疑い事例の発生 疑い事例の発生※ 疑い事例の発生※ 

確

定

検

査 

内  容 PCR検査 遺伝子解析 PCR検査 

実施場所 中丹家畜保健衛生所 

（福知山市） 

国の検査機関 

（東京都小平市） 

国の検査機関 

（東京都小平市） 

結果判明 

までの時間 

簡易検査陽性から 

７～10時間程度 

精密検査陽性から 

18～24時間程度 

写真判定又は簡易検査陽性

から18～24時間程度 

陽性時の 

扱い 

家畜伝染病等の発生 

（疑似患畜） 

家畜伝染病等の発生 

（患畜） 

家畜伝染病等の発生 

（患畜） 

※ 府内続発時やすでに発生している農場と疫学的な関連があるなどの場合は、この時点で家畜

伝染病等の発生（疑似患畜）となることがある。  

参 

考 

 
参  考    
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＜参考３＞                         （関連ページ→ P8～19） 

  

 

参 

考 

   参  考 
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＜参考４＞                         （関連ページ→ P8～12） 

  

参 

考 

 
参  考    
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＜参考５＞                         （関連ページ→ P13～16） 

  

 

参 

考 

   参  考 
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＜参考６＞                         （関連ページ→ P17～19） 

  

参  考    

参 

考 
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＜参考７＞                                                 （関連ページ→ P20～22） 

  

 

参 

考 

   参  考 
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＜参考８＞                         （関連ページ→ P23～24） 

  

参  考    

参 

考 
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＜参考９＞                         （関連ページ→ P25～26） 

  

 

参 

考 

   参  考 
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＜参考 10＞                         （関連ページ→ P27～28） 

  

参 

考 

 
参  考    
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＜参考 11＞                         （関連ページ→ P29～31） 

  

   参  考 

 

参 

考 
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＜参考12＞連絡メール文例 

 

【家畜対応】通報事例発生報（第１報）              （関連ページ→ P8） 

件名：【鳥フル（家畜伝染病名）緊急】●●市（町村）の養鶏（畜種）農場から異常

家きん多数発生の通報あり（第１報） 

 

本文：農林水産部畜産課長●●から緊急連絡。本日、午前（午後）●時●●分に●●

市（町村）内の養鶏（畜種）農場から、鳥インフルエンザ（家畜伝染病名）の

疑いのある家きん（家畜）が多数死亡しているとの通報を受け、●●家畜保健

衛生所が農場へ立入。簡易検査（中丹家畜保健衛生所にて精密検査・病変部写

真判定）を直ちに実施し、その結果については後刻連絡する予定。 

午前（午後）●時●●分目途に府庁に参集するとともに、初動要員関係職員を

同時に午前（午後）●時●●分目途に本庁へ招集し、各関係者へも連絡のこ

と。 

本件については、広報発表までは取扱注意。 

なお、内容確認後は了解の旨、農政課(nosei@pref.kyoto.lg.jp)まで返信願

います。 

 

 

【家畜対応】緊急動員後方支援職員招集の連絡           （関連ページ→ P12） 

件名：【鳥フル（家畜伝染病名）緊急】緊急動員後方支援職員参集 

 

本文：鳥インフル（家畜伝染病名）緊急動員後方支援職員は、午前(午後)●時に農政

課に集合のこと 

 

 

【家畜対応】緊急動員職員招集の連絡               （関連ページ→ P12） 

件名：【鳥フル（家畜伝染病名）緊急】緊急動員参集 

 

本文：鳥インフル（家畜伝染病名）緊急動員職員は、午前(午後)●時●●分に福利厚

生センター４Ｆスポーツフロアに集合のこと 

 

  

参 

考 

 
参  考    
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【家畜対応】疑い事例発生報（第２報）              （関連ページ→ P13） 

件名：【鳥フル（家畜伝染病名）緊急】高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）

「疑い事例」の発生（第２報） 

 

本文：農林水産部畜産課長●●から緊急連絡。本日、午前(午後)●時●●分に●●市

（町村）内の養鶏（畜種）農場にて高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病

名）を疑う事例が発生し、簡易検査（精密検査・病変部写真判定）の結果、陽性

と判明。直ちに、府対策本部を設置する。 

引き続き確定のためPCR検査を実施（国の検査機関に検体を移送）し、その結果

については後刻連絡する予定。 

本件については、広報発表までは取扱注意。 

なお、内容確認後は了解の旨、農政課(nosei@pref.kyoto.lg.jp)まで返信願いま

す。 

 

 

【家畜対応】対策本部会議開催の連絡               （関連ページ→ P16） 

件名：鳥フル（家畜伝染病名）に係る家畜伝染病等対策本部会議の開催 

 

本文：高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）に係る家畜伝染病等対策本部会議

を下記のとおり開催しますので、関係者の出席をお願いします。 

 

１ 日 時 ●●月●●日（●）午前(午後)●時●●分から 

２ 場 所 職員福利厚生センター 京都府対策本部（第1会議室） 

※広域振興局はテレビ会議での参加をお願いします。 

 

 

【家畜対応】発生確定報（第３報）                （関連ページ→ P17） 

件名：【鳥フル（家畜伝染病名）緊急】高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）

の発生確定（第３報） 

 

本文：農林水産部●●から緊急連絡。 

中丹家畜保健衛生所（国の検査機関）においてPCR検査（遺伝子解析）陽性を確

認したこと等から、●●市（町村）の養鶏農場（●●氏経営、畜種（用途）●●

羽（頭）飼育）にて高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の疑似患畜

（患畜）（発生）と決定。 

本件については、広報発表までは取扱注意。 

 

  

 

参 

考 

   参  考 
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【野生動物対応（野鳥）】野鳥疑い発生報（第１報）        （関連ページ→ P23） 

件名：【野鳥鳥フル疑い】野鳥における高病原性鳥インフルエンザの疑い事例発生（第

１報） 

 

本文：農村振興課●●●●から緊急連絡。●●市（町村）内の死亡野鳥について、イン

フルエンザウイルス簡易検査「陽性」の事例が発生したため、検体から採材した

試料を確定検査機関に送付した。各関係者へ連絡のこと。本件については、広報

発表までは取扱注意。 

 

 

【野生動物対応（野鳥）】野鳥確定報（第２報）          （関連ページ→ P25） 

件名：【野鳥鳥フル連絡】高病原性鳥インフルエンザウイルス検出確定報告（第２報） 

 

本文：農村振興課●●●●から緊急連絡。 

●月●日に●●市（町村）内で回収した●●●の鳥インフルエンザウイルス保有

状況について検査を行ったところ、本日、高病原性鳥インフルエンザウイルス 

（H●N●亜型）が検出されたとの報告が検査機関（●●●●●●）からあった。

各関係者へ連絡のこと。本件については、広報発表までは取扱注意。 

 

 

【野生動物対応（野生いのしし）】野生いのしし疑い発生報（第１報)（関連ページ→ P27） 

件名：【野生いのしし豚熱（家畜伝染病名）疑い】野生いのししにおける豚熱（家畜伝

染病名）の疑い事例発生（第１報） 

 

本文：畜産課●●●●から緊急連絡。●●市（町村）内の死亡（捕獲）野生いのししに

ついて、豚熱（家畜伝染病名）精密検査（写真判定・簡易検査）「陽性」の事例

が発生したため、検体から採材した試料を確定検査機関に送付した。各関係者へ

連絡のこと。本件については、広報発表までは取扱注意。 

 

 

【野生動物対応（野生いのしし）】野生いのしし確定報（第２報）  （関連ページ→ P29） 

件名：【野生いのしし豚熱（家畜伝染病名）連絡】豚熱（家畜伝染病名）ウイルス検出

確定報告（第２報） 

 

本文：畜産課●●●●から緊急連絡。●月●日に●●市（町村）内で死亡していた（捕

獲した）野生いのししの豚熱（家畜伝染病名）ウイルス感染の有無について検査

を行ったところ、本日、豚熱（家畜伝染病名）ウイルスが検出されたとの報告が

検査機関（●●●●●●）からあった。各関係者へ連絡のこと。本件について

は、広報発表までは取扱注意。 

 

  

参 

考 
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＜参考13＞プレスリリース文例集 

【家畜対応】家畜伝染病等疑い事例（簡易検査等陽性）       （関連ページ→ P16） 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）疑い事例の確認について 
 

  年 月 日  
危 機 管 理 部  
農 林 水 産 部  

 
本日●月●日（●）、府内の家きん（家畜）飼養農場において、高病原性鳥インフル

エンザ等（家畜伝染病名）の疑いが認められたことから、京都府中丹家畜保健衛生所で
確定のための遺伝子検査を行いますので、（確定のための遺伝子検査を行うため国の検
査機関である国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門
（東京都小平市）へ検体を送付したので、）お知らせします。 
また、本事例を受けて、京都府高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）に係る

家畜伝染病等対策本部会議を開催しますので、併せてお知らせします。 
なお、詳細は、遺伝子検査結果が判明次第、改めてお知らせしますので、検査機関等

への取材はご遠慮ください。 
 
１ 経 過 
・ 本日、午前（午後）●時頃、家畜飼養者から所管家畜保健衛生所へ通報 
・ 午前（午後）●時、家畜保健衛生所の家畜防疫員が現地に到着し調査を実施 
・ 午前（午後）●時、現地において簡易検査を実施し、陽性を確認 
・ 高病原性鳥インフルエンザ等を疑い、遺伝子検査実施のため、即座に京都府中丹

家畜保健衛生所へ検体を移送済 
・ 午前（午後）●時、現地において検査材料を採取し、中丹家畜保健衛生所に移送 
・ 午前（午後）●時、中丹家畜保健衛生所において精密検査を実施し、陽性を確認 
・ 豚熱（アフリカ豚熱）を疑い、遺伝子検査実施のため、動物衛生研究部門に検体
を発送済 

・ 午前（午後）●時、現地において症状を写真撮影の上、動物衛生研究部門に写真
判定を依頼し、陽性を確認（現地において簡易検査を実施し、陽性を確認） 

・ 口蹄疫を疑い、遺伝子検査実施のため、動物衛生研究部門に検体を発送済 
 

２ 本府の対応 
（１）これまでの対応 

・ 当該農場の家畜及び飼養者の移動自粛並びに関係者以外の立入制限を要請 
・ 府内飼養者●戸へ電話連絡し、異常がないことを確認済 
・ 発生の確定に備え、防疫作業準備に着手 

（２）今後の対応 
・ 京都府家畜伝染病等対策本部会議の開催 
  日 時：●●月●●日（●）午前(午後)●時●●分から 
  場 所：京都府職員福利厚生センター 京都府対策本部（第１会議室） 

・ 遺伝子検査陽性により発生が確定した場合、当該農場の飼養家畜の殺処分等の
防疫作業を開始 

 
３ その他 
・ 我が国では、これまで、家きん肉、家きん卵を食べることにより、人に感染した
例は報告されていません。（豚熱は豚、いのししの病気であり（口蹄疫は牛や豚な
どの病気であり）、人に感染することはありません。） 

・ また、感染した豚（家畜）の肉等が市場に出回ることはありません。 

  

 

参 

考 

   参  考 
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【家畜対応】家畜伝染病等発生（患畜・疑似患畜の確認）      （関連ページ→ P19） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の（疑似）患畜の確認について 
 

 年 月 日  
京都府家畜伝染病等対策本部  

 
 本日●月●日（●）、府内において家畜伝染病である「高病原性鳥インフルエンザ等
（家畜伝染病名）」の（疑似）患畜が確認されましたのでお知らせします。 
 
１ 農場の概要 
・ 所 在 地：●●市(町村)●● 
・ 飼養状況：●●（畜種・用途）●●羽（頭） 
・ 周辺の状況：半径３km圏内に●●（畜種）飼養者●戸●羽（頭） 

半径３～10km圏内に●●（畜種）飼養者●戸●羽（頭） 
２ 経過 
・ ●月●日●時、飼養者から●である旨、●家畜保健衛生所に通報 
・ ●月●日●時、●●家畜保健衛生所の簡易検査（中丹家畜保健衛生所の精密検査）
（動物衛生研究部門の写真判定）で陽性を確認 
・ ●月●日●時、中丹家畜保健衛生所（動物衛生研究部門）で実施した遺伝子検査で
陽性を確認、農林水産省消費・安全局動物衛生課が、（疑似）患畜と決定 

３ 本府の対応 
（１）これまでの対応 

・ 当該農場の家畜及び飼養者の移動自粛並びに関係者以外の立入制限 
・ 府内飼養者●戸へ電話連絡し、異常がないことを確認済 
・ 第１回京都府家畜伝染病等対策本部会議の開催 

（２）今後の対応 
高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ（家畜伝染病名）に関す

る特定家畜伝染病防疫指針（●年●月●日農林水産大臣公表）に基づき、以下の防疫
措置等を実施します。 
・ 当該農場の飼養家きんの殺処分及び焼却・埋却 
・ 移動制限区域の設定等の必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施 
・ 移動制限区域内の農場について、速やかに発生状況確認検査を実施 
・ 感染拡大防止のため主要道路に車両消毒ポイントを設置 
・ 市町村、関係機関・団体等と連携の上、生産者、消費者、流通業者等へ正確な情
報を提供 

・ 第２回京都府家畜伝染病等対策本部会議の開催 
日 時：●●月●●日(●)午前(午後)●時●●分から 
場 所：京都府職員福利厚生センター 京都府対策本部(第１会議室) 

４ その他 
・ 我が国では、これまで、家きん肉、家きん卵を食べることにより、人に感染した例
は報告されていません。（豚熱は豚、いのししの病気であり（口蹄疫は牛や豚などの
病気であり）、人に感染することはありません。） 

・ また、感染した豚（家畜）の肉等が市場に出回ることはありません。 
・ 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライ
バシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。 

・ 今後とも、本件に関する情報提供に努めていきますので、生産者、消費者等が根拠
のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。 

  

参  考    

参 

考 
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【家畜対応】防疫措置状況                                （関連ページ→ P21） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の防疫措置状況について 
（●月●日●時現在） 

 
 年 月 日  

京都府家畜伝染病等対策本部  
 
 高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の防疫措置状況について、お知らせしま
す。 
 
１ 防疫作業の実施体制及び進捗状況 
（１）実施体制 

・ 府職員等及び自衛隊は、それぞれ１班当たり約●人、●交代制で防疫作業を実施 
（２）殺処分の進歩状況 

日時 
殺処分 

殺処分に係る 
延べ動員人数 

羽（頭）数 
（累計） 

進捗率 府職員等 自衛隊 計 

●月●日（●）●時●分 殺処分等作業開始 ― ― ― 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 ●人 ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 ●人 ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 ●人 ●人 

 
２ 消毒ポイントの設置状況 
・ 発生農場        ●月●日（●）●時●分開始 
・ ●●交差点 （●●市） ●月●日（●）●時●分開始 

 ・ ●●支所  （●●市） ●月●日（●）●時●分開始 
 ・ ●●駐車場 （●●町） ●月●日（●）●時●分開始 
 
３ 周辺農場の状況 
（１）移動制限・搬出制限区域内の農場数と飼養羽（頭）数 

区域 飼養者数 飼養羽（頭）数 
移動制限（半径３（10）km） ●戸 ●羽（頭） 
搬出制限（半径３～10（10～20）km） ●戸 ●羽（頭） 

（２）疫学調査 
●月●日（●）に国と府の疫学調査班●名が発生農場の立入調査を実施し、後日、

国が結果を公表予定 
（３）周辺農場の発生状況調査 

・ 移動制限区域内の●戸を対象として●月●日（●）に●羽（頭）から検体を採取 
検査方法 検査結果 結果判明日時 

抗体検査 全て陰性 ●月●日（●）●時●分 
ウイルス分離検査 実施中 ●月●日（●）予定 

 
検査方法 検査結果 結果判明日時 

血液検査 全て陰性 ●月●日（●）●時●分 
抗原検査 実施中 ●月●日（●）予定 
抗体検査 実施中 ●月●日（●）予定 

 

 

参 
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   参  考 
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検査方法 検査結果 結果判明日時 

電話調査 異常家畜なし ●月●日（●）実施 
抗体検査 全て陰性 ●月●日（●）●時●分 
遺伝子検査 実施中 ●月●日（●）予定 

・ 周辺農場における異常の報告なし 
 
４ 風評被害の防止 

・ 府内外●系列の団体・量販店等に対して、●月●日（●）付けで、京都府内にお

ける高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の発生について通知の上、風評

被害の防止等について協力を依頼 
・ 府民の不安払拭に向けて、府公式ＳＮＳで情報を発信 

 
５ その他 

・ 我が国では、これまで、家きん肉、家きん卵を食べることにより、人に感染した

例は報告されていません。（豚熱は豚、いのししの病気であり（口蹄疫は牛や豚な

どの病気であり）、人に感染することはありません。） 

・ また、感染した豚（家畜）の肉等が市場に出回ることはありません。 
・ 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプラ
イバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。 

・ 今後とも、本件に関する情報提供に努めていきますので、生産者、消費者等が根
拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。 

  

参  考    

参 
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【家畜対応】焼却（埋却）処理状況                               （関連ページ→ P21） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の焼却（埋却）処理状況について 
（●月●日●時現在） 

 
 年 月 日  

京都府家畜伝染病等対策本部  
 
 高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の焼却（埋却）処理状況について、お知
らせします。 
 
１ 焼却（埋却）処理の進捗状況 
（１）実施体制 

・ 府内焼却施設で広域的な焼却処理を実施 
・ 京都府建設業協会の●業者が24時間体制で埋却作業を実施 

（２）焼却（埋却）処理の進歩状況 

日時 
焼却（埋却）処理 

焼却（埋却）処理に 
係る延べ動員人数 羽（頭）数 

（累計） 
進捗率 

●月●日（●）●時●分 焼却（埋却）処理開始 ― 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 

 
２ 発生農場の防疫措置 
（１）殺処分 

●月●日（●）●時完了（●●羽（頭）（進捗率：●％）） 
（２）畜糞、飼料等の処理及び鶏舎等の消毒 

●月●日（●）●時完了 
 
３ その他 
・ 現場での取材は、焼却施設（埋却地）の周辺地域で風評被害を引き起こすおそれが
あることから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。 

・ 今後とも、本件に関する情報提供に努めていきますので、焼却施設（埋却地）が根
拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。 

  

   参  考 

 

参 

考 
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【家畜対応】防疫措置完了                                       （関連ページ→ P21） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の防疫措置の完了について 
 

 年 月 日  
京都府家畜伝染病等対策本部  

 
 本日●月●日（●）高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の防疫措置が完了し
ましたので、お知らせします。 
 
１ 防疫措置の完了 

発生農場における汚染物品処理及び清掃・消毒作業を本日●時●分に終え、国と協議
の上、同時刻をもって防疫措置を完了 

 
２ 発生農場の防疫措置 
（１）殺処分の経過 

日時 
殺処分 

殺処分に係る 
延べ動員人数 

羽（頭）数 
（累計） 

進捗率 府職員等 自衛隊 計 

●月●日（●）●時●分 殺処分等作業開始 ― ― ― 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 ●人 ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 ●人 ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） 100％ ●人 ●人 ●人 

（２）畜糞、飼料等の処理及び鶏舎等の消毒 
●月●日（●）●時完了 

 
３ 今後の見込み 
（１）搬出制限区域の解除 

●月●日(●)０時に搬出制限区域を解除（発生農場の防疫措置完了後10日） 
（２）移動制限区域の解除 

●月●日(●)０時に移動制限区域を解除（発生農場の防疫措置完了後21日） 
（３）消毒ポイント 

発生農場の防疫措置完了と同時に発生農場の消毒ポイントを廃止。その他●か所に
ついては、制限区域の解除まで、引き続き運営 

（４）野鳥監視重点区域 
●月●日(●)24時に野鳥重点監視区域を環境省が解除（発生農場の防疫措置完了後

28日） 
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【家畜対応】焼却（埋却）処理完了                              （関連ページ→ P21） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の焼却（埋却）処理の完了について 
 

 年 月 日  
京都府家畜伝染病等対策本部  

 
 高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）の焼却（埋却）処理が完了しましたの
で、お知らせします。 
 
１ 焼却（埋却）処理の完了 

焼却施設（埋却地）における殺処分鶏の焼却（埋却）を本日●時●分に完了 
 
２ 焼却（埋却）処理の経過 

日時 
焼却（埋却）処理 

焼却（埋却）処理に 
係る延べ動員人数 羽（頭）数 

（累計） 
進捗率 

●月●日（●）●時●分 焼却（埋却）処理開始 ― 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） ●％ ●人 
●月●日（●）●時●分 ●●羽（頭） 100％ ●人 

 
３ 発生農場の防疫措置 
（１）殺処分 

●月●日（●）●時完了 
（２）畜糞、飼料等の処理及び鶏舎等の消毒 

●月●日（●）●時完了 
 
４ 今後の見込み 
（１）搬出制限区域の解除 

●月●日(●)０時に搬出制限区域を解除（発生農場の防疫措置完了後10日） 
（２）移動制限区域の解除 

●月●日(●)０時に移動制限区域を解除（発生農場の防疫措置完了後21日） 
（３）消毒ポイント 

発生農場の防疫措置完了と同時に発生農場の消毒ポイントを廃止。その他●か所につ
いては、制限区域の解除まで、引き続き運営 

（４）野鳥監視重点区域 
●月●日(●)24時に野鳥重点監視区域を環境省が解除（発生農場の防疫措置完了後

28日） 

 

  

   参  考 
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【家畜対応】搬出制限区域解除                                  （関連ページ→ P21） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）に係る搬出制限区域の解除について 
 

 年 月 日  
京都府家畜伝染病等対策本部  

 
 高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）に係る搬出制限区域を解除しましたの
で、お知らせします。 
 
１ 清浄性確認検査 
（１）対象農場：移動制限区域内で１００羽以上の家きんを飼養する●農場 

（移動制限区域内で６頭以上の豚等を飼養する●農場） 
（移動制限区域内の牛農場及び６頭以上の豚等を飼養する●農場） 

（２）対象羽数：●羽（頭） 
（３）採取時期：●月●日（●） 
（４）検査内容：抗体検査、ウイルス分離検査 

（血液検査、抗原検査、抗体検査） 
（抗体検査） 

 
２ 検査結果 
（１）血清抗体検査   全て陰性（判明：●月●日（●）●時●分） 
（２）ウイルス分離検査 全て陰性（判明：●月●日（●）●時●分） 
（１）血液検査     全て陰性（判明：●月●日（●）●時●分） 
（２）抗原検査     全て陰性（判明：●月●日（●）●時●分） 
（３）抗体検査     全て陰性（判明：●月●日（●）●時●分） 
（１）抗体検査     全て陰性（判明：●月●日（●）●時●分） 
 
３ 検査実施機関 

京都府中丹家畜保健衛生所 
 
４ 搬出制限区域の解除 
（１）解除時期 

●年●月●日（●）０時 
（２）区域内の家きん（家畜）飼養者数 

●戸 
 
５ 消毒ポイントの運営終了 

搬出制限区域に関連する消毒ポイント●か所について、●年●月●日（●）０時で運
営を終了 

 
６ 今後の見込み 
（１）移動制限区域の解除 

●月●日(●)０時に移動制限区域を解除（発生農場の防疫措置完了後21日） 
（２）消毒ポイント 

発生農場の防疫措置完了と同時に発生農場の消毒ポイントを廃止。その他●か所に
ついては、制限区域の解除まで、引き続き運営 

（３）野鳥監視重点区域 
●月●日(●)24時に野鳥重点監視区域を環境省が解除（発生農場の防疫措置完了後

28日） 

参  考    

参 

考 
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【家畜対応】移動制限区域解除                                  （関連ページ→ P21） 

農林水産省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

本府における高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）に係る移動制限区域の解除について 
 

 年 月 日  
京都府家畜伝染病等対策本部  

 
 高病原性鳥インフルエンザ等（家畜伝染病名）に係る移動制限区域を解除しましたの
で、お知らせします。 
 
１ 移動制限区域の解除 
（１）解除時期 

●年●月●日（●）０時 
（２）区域内の家きん（家畜）飼養者数 

●戸 
 
２ 消毒ポイントの運営終了 

移動制限区域に関連する消毒ポイント●か所について、●年●月●日（●）０時で運
営を終了 

 
３ 防疫措置の経過 
（１）鶏（家畜）の殺処分完了：●月●日（●）●時終了 
（２）防疫措置完了(汚染物品の処理、鶏（畜）舎等の消毒)：●月●日（●）●時終了 
（３）殺処分鶏（家畜）の焼却（埋却）：●月●日（●）０時終了 
（４）搬出制限区域の解除：●月●日（●）０時（発生農場の防疫措置完了後10日） 
 
４ 今後の見込み 

●月●日(●)24時に野鳥重点監視区域を環境省が解除（発生農場の防疫措置完了後28
日） 
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【野生動物対応（野鳥）】鳥フル疑い事例（簡易検査陽性）     （関連ページ→ P24） 

 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

府内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザ感染疑い事例ついて 

 

 年 月 日 

危 機 管 理 部 

農 林 水 産 部 

 

本日●月●日（●）、●●市（町村）内で回収した死亡野鳥について、簡易検査を実施

したところ、Ａ型インフルエンザウイルス陽性と判定されたため、検体を確定検査機関に

送付しましたので、お知らせします。 

 

１ 死亡野鳥の概要 

・ 回収年月日  ●●年●●月●●日（●） 

・ 回収場所   ●●市（町村）●● 

・ 種類・羽数  ●●・●羽 

・ 周辺の状況  半径３km圏内に家きん飼養者●戸●羽 

 

２ 本府の対応について 

（１）これまでの対応 

・ 回収場所を消毒済 

・ 半径３km圏内の飼養家きんに異常がないことを電話連絡により確認済 

・ 府内全家きん飼養者●戸●羽に情報提供及び注意喚起済 

（２）今後の対応（確定検査陽性の場合） 

・ 回収場所から半径10km圏内の湖沼等における野鳥等監視強化 

・ 100羽以上飼養の府内家きん飼養者●戸●羽の立入検査及び緊急消毒 

・ 京都府家畜伝染病等警戒本部会議の開催 

 

３ その他 

・ 今後、●●（確定検査機関）において確定検査を実施しますが、検査結果判明まで

数日から１週間程度かかる見込みであり、確定検査の結果、陰性となることもありま

す。 

・ 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いしま

す。 
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【野生動物対応（野鳥）】鳥フル検出（確定）           （関連ページ→ P26） 

環境省同時発表 府政記者室、●●広域振興局 同時資料配付 

 
府内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検出について 

 
 年 月 日 

危 機 管 理 部 
農 林 水 産 部 

 
本日●月●日（●）、●月●日（●）に●●市（町村）●●で回収された●●●●から、高

病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ●Ｎ●亜型）が検出されたとの報告が、検査を行
っていた（確定検査機関）からありましたので、お知らせします。 
 

 
１ 本事例の概要 
・ 確認（回収）日  ●●年●●月●●日（●）（●月●日（●）） 
・ 回収場所     ●●市（町村）●● 
・ 種類・羽数    ●●・●羽 
・ 周辺の状況    半径３km圏内に家きん飼養者●戸●羽 

 
２ 本府の対応 
（１）野鳥への対応 

・ 回収場所から半径10km圏内の湖沼等における野鳥等の監視強化及びウイルス保
有状況調査を実施 

（２）家きん飼養者への対応 
・ 100羽以上飼養の府内家きん飼養者●戸●羽の立入検査及び緊急消毒を開始、●
月●日（●）完了予定 

・ 府内全家きん飼養者●戸●羽に情報提供及び注意喚起 
（３）京都府家畜伝染病等警戒本部会議の開催 

日 時：●●月●●日(●)午前(午後)●時●●分から 
場 所：京都府職員福利厚生センター 第１会議室 

 
３ その他 
・ 本ウイルスは、感染した鳥類やその糞便、死体等との濃厚な接触があった場合
に、人に感染することがありますが、国内での発症例はありません。 

・ また、家きん肉、家きん卵を食べることにより、人に感染した例は報告されてい
ません。 

・ 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いし

ます。 

・ 今後とも、本件に関する情報提供に努めていきますので、生産者、消費者等が、

根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。 
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【野生動物対応（野生いのしし）】豚熱疑い事例（精密検査陽性）  （関連ページ→ P28） 

府政記者室、●●広域振興局 同時発表 

府内の野生いのししにおける豚熱疑い事例の確認について 

 

 年 月 日 

危 機 管 理 部 

農 林 水 産 部 

 

本日●月●日（●）、●●市（町村）内で発見された死亡（捕獲）野生いのししについ

て、豚熱ウイルスに係る精密検査を実施したところ陽性と判定されたため、確定検査のた

め検体を国の検査機関である国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛

生研究部門（東京都小平市）に送付しましたので、お知らせします。 

 

１ 死亡いのししの概要 

・ 発見年月日  ●●年●●月●●日（●） 

・ 発見場所   ●●市（町村）●● 

・ 性別・体重  ●・●●kg 

・ 周辺の状況  半径10km圏内に豚等飼養者●戸●頭 

 

２ 本府の対応について 

（１）これまでの対応 

・ 発見地点を消毒済 

・ 半径10km圏内の飼養豚等に異常がないことを電話連絡により確認済 

・ 府内全豚等飼養者●戸●頭に情報提供及び注意喚起済 

・ 令和２年１月から府内全飼養豚等に豚熱ワクチンを継続接種 

・ 令和２年２月から府内の山林に野生いのしし用経口ワクチンを継続散布 

（２）今後の対応（確定検査で陽性の場合） 

・ 狩猟者等に対し、発見地点から半径10km圏内の地域で捕獲したいのしし、いのし

し肉、残渣等を圏外に持ち出さないよう市町村や猟友会を通じて自粛を要請 

・ ウイルス拡散防止のため、半径10km圏内に含まれる市町村の庁舎等に消毒資材を

設置し、狩猟者等に長靴等の消毒を要請 

・ 半径10km圏内の豚等飼養者●戸●頭の立入検査及び緊急消毒 

・ 京都府家畜伝染病等警戒本部会議の開催 

 

３ その他 

・ 今後、動物衛生研究部門において豚熱の確定検査を実施しますが、検査結果判明ま

で数日かかる見込みであり、確定検査の結果、陰性となることもあります。 

・ 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いしま

す。 
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【野生動物対応（野生いのしし）】豚熱検出（確定）        （関連ページ→ P30） 

府政記者室、●●広域振興局 同時発表 

府内の野生いのししにおける豚熱ウイルスの検出について 
 

 年 月 日 

危 機 管 理 部 

農 林 水 産 部 
 
本日●月●日（●）、●月●日（●）に●●市（町村）●●で発見された死亡野生いの

ししから、豚熱ウイルスが検出されたとの報告が、検査を行っていた国立研究開発法人
 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門からありましたので、お知らせし
ます。 
 
１ 本事例の概要 
・ 確認(発見)日 ●年●月●日（●）（●月●日（●）） 
・ 発見場所   ●●市（町村）●●（半径10km圏内に●●市・●●市を含む） 
・ 性別・体重  ●・●kg 
・ 周辺の状況  半径10km圏内に豚等飼養者●戸●頭 

 
２ 本府の対応 
（１）本事例を受けた対応 

ア 飼養豚等への対応 
・ 半径10km圏内の豚等飼養者●戸●頭の立入検査及び緊急消毒を開始 
・ 府内全豚等飼養者●戸に情報提供及び注意喚起 

イ 野生いのしし等への対応 

・ 狩猟者等に対し、発見地点から半径10km圏内で捕獲したいのしし、いのしし

肉、残渣等を圏外に持ち出さないよう市町村や猟友会を通じて自粛を要請 

・ ウイルス拡散防止のため、半径10km圏内に含まれる市町村の庁舎等に消毒資

材を設置し、狩猟者等に長靴等の消毒を要請 

ウ 京都府家畜伝染病等警戒本部会議の開催 
日 時：●●月●●日(●)午前(午後)●時●●分から 
場 所：京都府職員福利厚生センター 第１会議室 

（２）これまでの対応 
・ 令和２年１月から府内全飼養豚等に豚熱ワクチンを継続接種 
・ 令和２年２月から府内の山林に野生いのしし用経口ワクチンを継続散布 

 
３ その他 
・ 豚熱は豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。 
・ また、豚熱にかかった豚、いのししの肉が市場に出回ることはありませんが、仮
にかかった豚等の肉を食べても人体には影響ありません。ワクチンを接種した豚等
についても同様です。 

・ 現場での取材は、ウイルスの拡散や感染を防ぐ観点から、厳に慎むようお願いし
ます。 

・ 今後とも、本件に関する情報提供に努めていきますので、生産者、消費者等が、
根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。 
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＜参考14＞用語解説 

家  畜：本マニュアルにおける家畜とは、法施行規則で指定される牛、水牛、鹿、

馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、

ほろほろ鳥及び七面鳥。なお、飼育下にあるかも、あいがもは、「あひる」

に含まれると解釈される。また、家畜のうち鳥類については「家きん」とも

いう。 

 

野生動物：人に飼育されていない動物。鳥類の場合は野鳥ともいう。本マニュアルにお

いては、主に家畜伝染病の病原体に感染する可能性のある動物（高病原性鳥

インフルエンザであれば野鳥、豚熱・アフリカ豚熱であればいのしし、口蹄

疫であればいのしし、しか等の偶蹄類動物）を指す。 

 

簡易検査：本マニュアルにおいてはＡ型インフルエンザ（Ｈ５、Ｈ７亜型の分類される

型）ウイルスを短時間で検出する検査及び口蹄疫ウイルスを短時間で検出す

る検査を指す。本検査で陽性になった場合、感染している可能性が高いが、

一定量以上のウイルスが試料に含まれていないと陽性とならない。また、Ａ

型インフルエンザの場合、病原性も分からない。 

 

精密検査：本マニュアルにおいては豚熱・アフリカ豚熱の簡易検査等に位置づけてお

り、抗体検査、蛍光抗体法、PCR検査等を行うこととしている。なお、豚熱・

アフリカ豚熱の場合、PCR検査の陽性のみでは発生は確定せず、確定には国の

検査機関による遺伝子解析が必要となる。 

 

抗体検査：血液中に存在する特定の病原体に対する抗体の有無や量を調べることで感染

の有無やワクチンの効果を調べる検査。過去にターゲットとなる病原体に感

染したことがあれば、血液中にはその病原体に対応する抗体が存在する。た

だし、感染直後は抗体が作られていないため感染の有無を判断できない。 

 

抗原検査：本マニュアルにおいては豚熱・アフリカ豚熱におけるPCR検査、蛍光抗体法

等を指す。試料中のターゲットとなる病原体の有無を判断する。 

 

PCR検査 ：喉の拭い液や臓器などの試料から、ウイルスの特異遺伝子を検出する検査。

PCR検査が陽性であることは、ウイルスがその試料に存在することを示す。鳥

インフルエンザ、豚熱、アフリカ豚熱のPCR検査は府で実施できるが、口蹄疫

のPCR検査は国の検査機関でしか実施できない。 

 

蛍光抗体法：薄切した臓器を特殊な染色液で染めてウイルスが存在するかどうかを調べ

る検査方法を指す。 

 

写真判定：口蹄疫を疑う場合においては、臨床検査の際に、口腔内や蹄の間などの水疱

（水ぶくれ）など典型的な症状を写真撮影する。撮影した写真は、国の検査

機関に送付し、疑わしいかどうかを判定（病変部写真判定）する。 

 

遺伝子解析：遺伝子中の特定の配列（塩基配列）の有無を調べる検査。豚熱・アフリカ

豚熱においてはそれぞれのウイルスに特有の塩基配列の有無を検査する。 
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患畜及び疑似患畜：「患畜」とは、家畜伝染病（腐蛆病を除く。）にかかっている家畜

をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び家畜伝染病の病

原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家

畜をいう。いずれの場合も確認されたときは、殺処分等の防疫措置の対象と

なる。 

 

高病原性鳥インフルエンザ：国際獣疫事務局（WOAH）が作成した診断基準により高病原

性鳥インフルエンザウイルスと判定されたＡ型インフルエンザウイルスの感

染による家きんの疾病。渡り鳥（冬鳥）が国内にウイルスを持ち込むため、

毎年冬季が流行期となる。HPAIともいう。 

 

低病原性鳥インフルエンザ：H5又はH7亜型のＡ型インフルエンザウイルス（高病原性鳥

インフルエンザウイルスと判定されたものを除く。）の感染による家きんの

疾病。高病原性に変異しやすいことから、高病原性鳥インフルエンザと同等

の防疫措置がされる。LPAIともいう。 

 

鳥インフルエンザ：高病原性、低病原性以外のＡ型インフルエンザウイルスによる鳥類

の疾病。 

 

Ａ型インフルエンザウイルス：インフルエンザウイルスの分類の一つ。Ａ型のほかＢ型

とＣ型があるが、Ｂ型とＣ型はヒト以外には感染しない。 

 

血清亜型：本マニュアルにおいてはインフルエンザウイルスにおけるウイルス表面の２

種類の構造体（HA及びNA）の形状による分類を指す。ウイルスの感染性や病

原性に関係し、「H○N○亜型」「H○亜型」などと表記される。 

 

Ｈ 亜 型：ヘマグルチニンの型別。ウイルスが動物細胞を認識・結合することにより細

胞に感染する部位。インフルエンザウイルスでは16種類存在する。 

 

Ｎ 亜 型：ノイラミニダーゼの型別。感染した細胞内で増殖したウイルスが細胞外に出

る際に使われる部位。インフルエンザウイルスでは９種類存在する。 

 

豚  熱：豚熱ウイルスの感染による豚・いのししの疾病。平成４年以降国内では発生

がなかったが、平成30年９月に岐阜県で発生して以降、令和５年８月末まで

に、20都県89例の発生があった。CSFともいう。 

 

アフリカ豚熱：アフリカ豚熱ウイルスの感染による豚・いのししの疾病。豚熱と名前や

症状が類似しているが異なる疾病。国内での発生はないが、アフリカで常在

するほか、中国やロシアでの発生が確認されている。豚熱と異なり、ワクチ

ンが開発されていない。ASFともいう。 

 

口 蹄 疫：口蹄疫ウイルスの感染による牛、豚、山羊などの偶蹄類動物の疾病。感染力

の強さとウイルスの耐久性の高さから、一度発生すると爆発的に感染が拡大

するため、畜産関係者から最も恐れられている疾病の１つ。平成22年に宮崎

県で約30万頭の家畜を殺処分するという大発生があった。FMDともいう。 
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＜参考15＞インフルエンザウイルスの血清亜型と病原性の分類 

 

 

鳥に感染する 

Ａ型インフルエンザウイルスの血清亜型 

H5、H7 H5、H7以外 

病原性 

低い 
低病原性 

鳥インフルエンザ 
鳥インフルエンザ 

高い 
高病原性 

鳥インフルエンザ 

 

※次に示すWOAHの診断基準（高病原性鳥インフルエンザ）のいずれかを満たした場合

に、病原性が高いと判定 

①6週齢鶏の静脈内接種試験で病原性指標＊＊（IVPI）が1.2以上又は4～8週齢鶏の

静脈内接種試験で75％以上の致死率を示す。 

②H5又はH7亜型のウイルスで、特定部位のアミノ酸配列が既知のHPAIウイルスと類

似している。 
＊＊4～8週齢の鶏にウイルスを接種後10日間の観察でつける点数のこと。3.00は24時間以内にすべての鳥が死亡したこ

とを表し、0.00は10日間すべての鳥が無症状であることを意味する。 
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＜参考16＞ 

（別紙１） 

 

近畿管内において鳥インフルエンザ等が発生した場合の農政局の対応 

 

平成28年8月2日  

近畿農政局安全管理課  

 

近畿農政局では、口蹄疫、高（低）病原性鳥インフルエンザの発生時におい

て、迅速かつ適確な対応を行うため、事前の準備及び初動対応に重点をおいた

局対応マニュアルを整備し、発生府県に対して以下の対応を実施することとし

ている。 

 

１ 発生府県への対応 

(1) 府県対策本部（府県庁等）への連絡員の派遣 

府県からの情報収集や連絡調整等に対応するため、異常鶏の連絡があっ

てから防疫措置が終了するまでの間、府県内に設置される対策本部に局職

員（消費・安全調整官等）を派遣。 

 

(2) 府県の現地対策本部等への連絡員の派遣 

局から派遣している防疫作業支援者のフォローを行うため、防疫作業者

等が健康状態の確認等を行う場所に局職員を派遣。 

 

(3) 防疫作業支援者の派遣 

ア 局消費・安全部長から発生府県の担当部長に対して、可能な範囲で防

疫作業支援者を派遣する用意があることを連絡。 

イ 局への防疫作業支援者の派遣要請を行う場合には、以下の項目を安全

管理課へ連絡願います。 

・支援日数： 日から日までの日間 

・作業時間： ： ～ ： 

・支援規模：毎日名 

・作業内容： 

・集合場所：（集合場所までの移動方法） 

(4) 近畿ブロック等鳥インフルエンザ・口蹄疫等対策協議会において確認さ

れた事項等。 

 

２ 生産者、消費者、流通業者への正確な情報の提供等 

(1) 小売店等における不適切な表示の監視・指導。 

(2) 食品・畜産関係団体等への情報提供及び消費者相談窓口の開設。 
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＜参考17＞ 

 

2010.6.10（木） 

 

近畿ブロック等口蹄疫対策協議会合意事項 

（※高病原性鳥インフルエンザ等に準用される。） 

 

口蹄疫の感染防止のためには、各府県で取り組むことはもとより、広域的な協力

体制のもと迅速な防疫対応が必要である。 

そのため、本日、近畿ブロック知事会構成府県10府県の危機管理及び家畜衛生部

局が参集し、協力事項について意見交換を行い、下記のとおり合意した。 

 

記 

 

１ 防疫対策の強化 

（１）家畜防疫員の派遣 

構成府県で口蹄疫の発生があった場合には、相互に最大限の協力を行うこ

ととする。但し、隣県（府）で発生があった場合は、自県（府）の防疫対応

を優先し、派遣は控えることとする。 

（２）防疫資材（消毒薬、防護服等）の融通 

構成府県は早急に備蓄の充実を図り、相互に融通しあえるシステム（要

請、配送などのルールづくり）を構築する。 

 

２ 早期通報体制の確立 

構成府県で口蹄疫の発生（疑似患畜含む）があった場合、当該府県は農林水産

省動物衛生課との同時発表時に農政局に情報を提供し、既に整備されている食の

安全・安心に係る緊急連絡網等を活用し、構成府県に速やかに内容を伝達する。 

 

３ 農家情報の共有化 

府県境において口蹄疫が発生した場合、移動制限等の必要な防疫措置に迅速に

対応できるように、府県境原則20㎞圏内(搬出制限区域を想定)の農家情報（電子

地図情報（防疫マップ）や飼育規模等）を関係府県間で共有する。 

 

４ 交通拠点における消毒対応 

発生状況に応じ、農林水産省を通じて国土交通省等関係省庁に駅、空港、港湾

における靴底消毒並びに港湾での車両消毒の徹底を依頼する。 
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